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担当局（区）・
室・課

1 (1) 1
食品衛生監視員による
飲食店等の監視指導

食品衛生法に基づき，医療衛生センター等に
配置されている食品衛生監視員が，食品関係
営業者に対し，飲食店等の許可，監視指導及
び自主的な衛生管理推進の啓発を行うと共
に，京都市中央卸売市場や市内で製造・流
通・販売されている食品の検査を衛生環境研
究所等で実施する。また，一般消費者に対し
ては，あらゆる機会を通じて食品衛生に関す
る知識を普及啓発を図る。

監視指導件数　 50,388件
食品関係施設数 39,568件

継続
保健福祉局
健康安全課

1 (1) 1 食鳥検査の実施

食鳥処理（と殺から内臓摘出までの解体処
理）の際に生体の状況や内臓等について必要
な検査を行うとともに解体処理場等の監視指
導を実施することで，食鳥の肉，内臓等に起
因する衛生上の危害の発生を防止し，市民に
安全な食鳥肉を提供する。

監視指導件数   　　  105件
食鳥検査件数     574,728件 継続

保健福祉局
健康安全課

1 (1) 1 ＢＳＥ検査の実施

中央卸売市場第二市場（と畜場）にて解体処
理される牛について牛海綿状脳症の判定検査
を行い，牛海綿状脳症に感染した牛由来の食
肉等を市場に流通させないようにする。

ＢＳＥ検査件数    7件

※平成２９年４月以降，健康牛に係るＢＳＥ検査を廃止する改
正省令を踏まえ，運動障害等の神経症状が疑われる牛を検査対
象としている。

継続
保健福祉局
健康安全課

1 (1) 1

生食用食肉取扱施設に
係る届出制度及び事業
者からの依頼検査の受
付

生食用食肉取扱に係る届出制度を施行し，取
扱施設を把握するととともに，生食用食肉の
適切な取扱について監視指導を行う。
また，生食用食肉を取り扱う食品等事業者に
よる更なる自主衛生管理を促進するため，国
の規格基準で定められた腸内細菌科菌群の検
査について検査体制を整備し，事業者からの
依頼検査を受け付ける。

生食用食肉取扱届出施設数　111件
監視指導件数　　　　　 　 114件 継続

保健福祉局
健康安全課
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1 (1) 1 食品の放射能検査
衛生環境研究所において，食品の放射能検査
を実施する。

中央卸売市場第一市場 農産物               60検体
中央卸売市場第一市場 水産物               10検体
中央卸売市場第二市場 畜産物            9,786検体
市内小売店等 加工食品等                   60検体

継続
保健福祉局
健康安全課

1 (1) 1
京・食の安全衛生管理
認証制度

食品関係事業者の自主的な衛生管理を推進す
ることにより，市民や京都を訪れる観光客の
皆様の食の安全を確保することを目的とし
て，平成18年度から，一定の基準を満たす施
設を認証する「京(みやこ)・食の安全衛生管
理認証制度」を実施している。

認証施設　129施設 継続
保健福祉局
健康安全課

1 (1) 1
衣類，家庭用洗浄剤等
の試買検査及び施設の
監視指導

衣類や塗料等の家庭用品による市民の健康に
係る被害を未然に防ぐために，規制対象家庭
用品を買い上げ，有害物質の検査を行うとと
もに，製造，卸売及び小売業者に対し，監
視，指導を行う。

監視件数     　　　370件
試買検体数     　570検体
検査件数     　　　600件
違反件数　　      　 0件

継続
保健福祉局
健康安全課

1 (1) 1

医薬品，医療機器等の
品質，有効性及び安全
性の確保等に関する法
律に基づく薬局，医薬
品販売業者及び医療機
器等販売業・貸与業者
に対する監視指導

薬局，医薬品店舗販売業及び医療機器等販売
業・貸与業を所管し，医薬品が市民に対して
適正かつ安全に提供されるよう監視業務等を
行い，適正な管理及び販売をするよう指導す
る。

監視実績
　薬局                211件（平成29年度 170件）
　店舗販売業     　　  95件（平成29年度  69件）
　特例販売業     　　   0件（平成29年度   1件）
　高度管理医療機器等
　 販売業・貸与業　　 202件（平成29年度 155件）
　管理医療機器
　 販売業・貸与業     132件（平成29年度 107件）

継続
保健福祉局
医務衛生課

1 (1) 1

毒物及び劇薬取締法に
基づく販売業者，業務
上取扱者及び特定毒物
研究者の監視指導

毒物劇物販売業，毒物劇物業務上取扱者及び
特定毒物研究者を所管し，毒物劇物の流通や
使用時における危害が防止されるよう監視業
務を行い，適正な管理及び取扱いをするよう
指導する。

監視実績
　毒物劇物販売業     　 80件（平成29年度103件）
　毒物劇物業務上取扱者  13件（平成29年度 16件）
　特定毒物研究者　　　　 5件（平成29年度  6件）

継続
保健福祉局
医務衛生課

1 (1) 1
環境衛生監視員による
生活衛生関係営業施設
の衛生監視指導

生活衛生関係営業施設（旅館業，興行場，公
衆浴場，理容所，美容所，クリーニング所）
について，法，要領等に基づいた許可，検査
確認，届出受理業務を行う。また，当該営業
施設については環境衛生監視員が立入監視を
行い，法規制の遵守，衛生管理の徹底を指導
し，利用者（市民）の安全を確保する。

監視指導件数
  旅館業　        1,806件（平成29年度1,483件）
　興行場        　　 28件（平成29年度   19件）
　公衆浴場        　114件（平成29年度  124件）
　理容所         　 222件（平成29年度  157件）
　美容所            701件（平成29年度  600件）
　クリーニング所    528件（平成29年度  242件）

継続
保健福祉局
医務衛生課



1 (1) 1
興行場，百貨店等特定
建築物の衛生監視指導

特定建築物（興行場，百貨店等）所有者等の
建築物に対する維持管理状況を調査するとと
もに，空気環境等の現場測定結果を基に所有
者等に対し，適正な維持管理を指導すること
により，当該建築物を利用する者の健康の保
護を図る。

監視指導件数
　興行場            9件（平成29年度   5件）
　百貨店            8件（平成29年度　 4件）
　店舗  　          9件（平成29年度　 8件）
　事務所           12件（平成29年度  11件）
　学校             16件（平成29年度　 4件）
　旅館  　　   　  42件（平成29年度  29件）
　その他            8件（平成29年度　 2件）

継続
保健福祉局
医務衛生課

1 (1) 1
違法「民泊」対策の強
化

平成３０年度の住宅宿泊事業法施行による新
たな法制度の下，市民および観光客の安心安
全の確保と地域住民の生活環境の保全のた
め，新法に基づく届出受付体制の構築に加え
て，「民泊」に対する通報等の受付・監視や
違法不適切な「民泊」に対する指導の更なる
強化を図る。

＜住宅宿泊事業法に基づく届出件数＞
　届出住宅件数：490件
＜民泊通報・相談窓口＞
〇受付：午前10時～午後5時（年中無休，ただし年末年始を除
く）
〇違法，不適切な「民泊」に関する通報等：618件（30年度）
＜無許可営業疑い施設に対する調査・指導状況＞
　無許可営業が疑われる施設：2,454施設
　その内，営業中止等に至った施設：2,430施設

継続
保健福祉局
医務衛生課

1 (1) 1 貯水槽水道への指導
設置者に対して貯水槽水道の管理について指
導，助言及び勧告

貯水槽水道戸別調査件数　1,800件（平成29年度　2,917件） 継続
上下水道局

北部給水工事課



1 (1) 1

水道原水及び水道水中
の放射性ヨウ素及び放
射性セシウムの測定

市街地域及び山間地域の代表箇所で採水した
水道原水及び水道水について，個別の放射性
物質の濃度を測定することができるゲルマニ
ウム半導体検出器を用いて，放射性ヨウ素
（ヨウ素131）及び放射性セシウム（セシウム
134及びセシウム137）の濃度を測定する。

「京都市地域防災計画原子力災害対策編」及びその細部計画で
ある「水道対策計画」に基づき，市街地域の水道原水（1地
点），給水栓水（3地点）を毎月1回，山間地域の水道原水（5
地点）及び水道水（5地点）を3箇月に1回，放射性物質の濃度
を測定した結果，すべて不検出（検出限界値未満）であった。

継続
上下水道局
水質第１課

1 (1) 1
学校給食に使用する食
材の放射能検査

福島，宮城，茨城，群馬，栃木，千葉県から
入荷する学校給食用の農産物，岩手，宮城，
福島，茨城，千葉県から入荷する水産物，及
び牛乳について，随時，衛生環境研究所にお
いて放射能検査を実施し，基準値を超える物
資が学校給食に使用されることがないよう措
置を講じる。

対象地域産の食材を使用する際には，随時検査を実施し，検査
結果をホームページ上で公表した。

継続
教育委員会事務
局体育健康教育

室

1 (1) 2 京都市細街路対策事業

平成24年度7月から，木造密集市街地に多く存
在する袋路始端部における耐震・防火改修等
の工事費を対象に助成を行い，細街路の避難
安全性向上を目指す。

袋路等始端部における耐震・防火改修費助成事業：
助成件数1件，助成額1,500千円
（平成29年度　2件，助成額3,328千円）

継続
都市計画局

まち再生・創造
推進室

1 （1） 2 空き家対策

空き家を「地域のまちづくりの資源」ととら
え，空き家の活用・流通の促進，適正な管理
の推進などに，地域・事業者・行政等が連携
して取り組むことにより，安心・安全の確
保，まちの活力の維持・発展を図り，すまい
やまちの文化を次の世代に引き継いでいく。

○本市の研修を受けた「まちの不動産屋さん」を登録し，空き
家所有者等の相談に応じる「京都市地域の空き家相談員」：
283名登録（うち30年度新規登録41名）
○一戸建て，長屋建ての空き家を活用・流通させる場合に必要
な改修費や家財の撤去費の一部を補助する「空き家活用・流通
支援等補助金」：50件
○地域の自治組織等が主体となって空き家の発生の予防や活用
等に関する取り組む地域：累計107地域

継続 22
都市計画局

まち再生・創造
推進室

1 (1) 2
建築物の耐震改修の促
進に関する法律に基づ
く耐震改修計画の認定

建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条
に基づき，建築物の耐震改修の計画を認定す
る。

認定件数 0件（平成29年度　0件） 継続
都市計画局
建築審査課

1 (1) 2

建築物の耐震改修の促
進に関する法律に基づ
く建築物の地震に対す
る安全性に係る認定

建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条
に基づき，建築物の地震に対する安全性に係
る認定を行う。

平成25年11月25日開始

認定件数 3件（平成29年度　2件） 継続
都市計画局
建築審査課



1 (1) 2
木造住宅耐震診断士派
遣事業

木造住宅耐震診断士を派遣し，木造住宅の耐
震診断を実施する。

申込者負担金：無料（平成27年度からの限定措置継続）
利用実績　277件　（平成29年度152件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2
京町家耐震診断士派遣
事業

京町家耐震診断士を派遣し，京町家の耐震診
断を実施する。

申込負担金：無料（平成27年度からの限定措置継続）
利用実績　184件　（平成29年度　153件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2
木造住宅耐震改修計画
作成支援事業

京都市の耐震診断士派遣事業の利用者を対象
に，耐震改修の基本計画を作成する。

補助率：耐震改修計画作成費用の90%
補助限度額：1棟当たり15万円
（派遣事業）
申込者負担金：2万円

利用実績　52件　（平成29年度　73件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2
木造住宅耐震改修助成
事業

耐震診断の結果，地震に対する安全性が低い
と診断された木造住宅を対象に，耐震改修工
事に要する費用の一部を助成する。
密集市街地や細街路においては，耐震改修工
事と併せて一定の防火改修工事を行う場合，
補助額を最大60万円上乗せする。

補助率：耐震改修工事費用の5分の4
補助限度額：1戸当たり100万円
利用実績　22件　（平成29年度　13件）

見直
し

都市計画局
建築安全推進課

1 (1) 2
京町家等耐震改修助成
事業

耐震診断の結果，地震に対する安全性が低い
と診断された京町家等を対象に，耐震改修工
事に要する費用の一部を助成する。
密集市街地や細街路においては，耐震改修工
事と併せて一定の防火改修工事を行う場合，
補助額を最大60万円上乗せする。

補助率：耐震改修工事費用の5分の4
補助限度額：1戸当たり120万円（※）

利用実績　8件　（平成29年度　10件）

（※）延べ面積が120㎡を超える場合，超過分1㎡当たり1万円
引上げ（引上げ後最大300万円。景観重要建造物等は40万円加
算。）

見直
し

都市計画局
建築安全推進課

1 (1) 2
まちの匠の知恵を活か
した京都型耐震・防火
リフォーム支援事業

耐震性及び防火性が確実に向上する様々な工
事を補助対象としてあらかじめメニュー化。
木造住宅を対象に，メニューに該当する耐震
改修工事，防火改修工事に要する費用の一部
を助成する。

補助率：耐震改修工事費用の90％
補助限度額：1戸当たり60万円（メニューごとに限度額あり）
利用実績　823件　（平成29年度　680件）

充実
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2
京都市分譲マンション
耐震化対策事業（耐震
診断）

分譲マンションを対象に，耐震診断に要する
費用の一部を助成する。

補助率：耐震診断費用の3分の2
補助限度額：1棟当たり200万円
利用実績　4件　（平成29年度　3件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2
京都市分譲マンション
耐震化対策事業（耐震
改修計画作成）

耐震診断の結果，地震に対する安全性が低い
と診断された分譲マンションを対象に，耐震
改修の計画，設計及び工事費見積り等に要す
る費用の一部を助成する。

補助率：耐震改修計画作成費用の3分の2
補助限度額：1棟当たり300万円
利用実績　0件　（平成29年度　0件）

継続
都市計画局

建築安全推進課



1 (1) 2
京都市分譲マンション
耐震化対策事業（耐震
改修）

耐震診断の結果，地震に対する安全性が低い
と診断された分譲マンションを対象に，耐震
改修工事に要する費用の一部を助成する。
2段階の工事に分けて行う耐震改修工事で，第
1回目の工事として行う，耐震化の優先度の高
いピロティ階の耐震改修工事に要する費用の
一部を助成する。

補助率：耐震改修工事費用の2分の1
補助限度額：1戸当たり60万円，かつ1棟当たり4,800万円
利用実績：0件　（平成29年度　0件）
（段階的改修）
補助率：耐震改修工事費用の2分の1
補助限度額：1戸当たり20万円，かつ1棟当たり1,600万円
利用実績　0件　（平成29年度　0件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2
京都市特定既存耐震不
適格建築物耐震化対策
事業（耐震診断）

緊急輸送道路等の沿道の建築物や，病院，避
難所等，災害時に防災拠点となる建築物を対
象に，耐震診断に要する費用の一部を助成す
る。

補助率：耐震診断費用の3分の2
補助限度額：1棟当たり200万円
利用実績　3件　（平成29年度　2件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2

京都市特定既存耐震不
適格建築物耐震化対策
事業（耐震改修計画作
成）

耐震診断の結果，地震に対する安全性が低い
と診断された緊急輸送道路（重要路線に限
る。）の沿道の建築物を対象に，耐震改修の
計画，設計及び工事費見積り等に要する費用
を助成する。

補助率：耐震改修計画作成費用の100％
補助限度額：1棟当たり300万円
利用実績　0件　（平成29年度　0件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2
京都市特定既存耐震不
適格建築物耐震化対策
事業（耐震改修）

耐震診断の結果，地震に対する安全性が低い
と診断された緊急輸送道路（重要路線に限
る。）の沿道の建築物を対象に，耐震改修工
事に要する費用の一部を助成する。

補助率：耐震改修工事費用の3分の2
補助限度額：1棟当たり2,000万円
利用実績　2件　（平成29年度　0件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2
京都市吹付けアスベス
ト除去等助成事業

吹付けアスベストが施工されているおそれの
ある建築物を対象に，含有調査費用や除去等
（除去，封じ込め及び囲い込み）の工事費の
一部を助成する。

①含有調査事業
補助率：100％，補助限度額:25万円
利用実績　4件　（平成29年度　6件）
②アスベスト除去等事業
補助率：3分の2，補助限度額：100万円
利用実績　1件　（平成29年度　0件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 （1） 2
京都市建築物安心安全
実施計画推進会議

建築物の安全に対する本市の現状・課題を踏
まえた施策目標を掲げ，これを達成するた
め，市民，建築関係団体，行政等の役割分担
と協働のもとで，建築物の安心安全対策を総
合的かつ計画的に実行する。

7月30日に第10回全体会議を開催し，計画に掲げる取組の進
ちょく状況の点検やこれまでの取組の総括及び充実すべき取組
について協議を行った。

継続 23
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2

京都市修学旅行生が利
用するホテル，旅館の
耐震化対策事業（耐震
診断）

修学旅行生が利用するホテル，旅館を対象
に，耐震診断に要する費用の一部を助成す
る。

補助率：耐震診断費用の3分の2
補助限度額：1棟当たり200万円
利用実績　0件　（平成29年度　0件）

継続
都市計画局

建築安全推進課



1 (1) 2

京都市修学旅行生が利
用するホテル，旅館の
耐震化対策事業（耐震
改修計画作成）

耐震診断の結果，地震に対する安全性が低い
と診断された修学旅行生が利用するホテル，
旅館を対象に，耐震改修の計画，設計及び工
事費見積り等に要する費用を助成する。

補助率：耐震改修計画作成費用の3分の2
補助限度額：1棟当たり300万円
利用実績　0件　（平成29年度　1件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 （1） 2

京都市修学旅行生が利
用するホテル，旅館の
耐震化対策事業（耐震
改修）

耐震診断の結果，地震に対する安全性が低い
と診断された修学旅行生が利用するホテル，
旅館を対象に，耐震改修工事に要する費用の
一部を助成する。

補助率：耐震改修工事費用の23%
補助限度額：1棟当たり2,000万円
利用実績　0件　（平成29年度　1件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2

京都市既存耐震不適格
建築物緊急耐震化対策
事業（耐震改修計画作
成）

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正
により耐震診断の実施が義務付けられた不特
定多数の者が利用する大規模な建築物（耐震
診断の結果，地震に対する安全性が低いと診
断されたものに限る）について，耐震改修の
計画，設計及び工事費見積り等に要する費用
を助成する。

補助率：耐震改修計画作成費用の6分の4
　　　　（別途国直接補助6分の1）
補助限度額：333.3万円
利用実績　2件　（平成29年度　2件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2
京都市既存耐震不適格
建築物緊急耐震化対策
事業（耐震改修）

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正
により耐震診断の実施が義務付けられた不特
定多数の者が利用する大規模な建築物（耐震
診断の結果，地震に対する安全性が低いと診
断されたもので，災害時における社会貢献に
ついて協定締結したものに限る）について，
耐震改修工事に要する費用の一部を助成す
る。

補助率：耐震改修工事費用の23%
　　　　（別途国直接補助21.8%）
補助限度額：2,300万円
利用実績　0件　（平成29年度　2件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2
京都市土砂災害特別警
戒区域内建築物安全対
策補助事業

土砂災害特別警戒区域の指定によって，既存不
適格となった建築物を対象に土砂災害に対する
安全対策工事に要する費用の一部を補助する。

補助率：土砂災害に対する安全対策工事費用の23％
補助限度額：1棟当たり75.9万円
利用実績　0件　（平成29年度　0件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2

京都市要安全確認計画
記載建築物（指定道路
沿道）耐震化対策事業
（耐震診断）

京都市建築物耐震改修促進計画において指定し
た耐震診断を義務化する道路の沿道建築物を対
象に，耐震診断に要する費用を助成する。

補助率：耐震診断費用の6分の5
　　　　（別途国直接補助6分の1）
補助限度額：なし
利用実績　2件　（平成29年度　1件）

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2

京都市要安全確認計画
記載建築物（指定道路
沿道）耐震化対策事業
（耐震改修計画作成）

京都市建築物耐震改修促進計画において指定し
た耐震診断を義務化する道路の沿道建築物を対
象に，耐震改修等の計画，設計及び工事費見積
もり等に要する費用を助成する。

補助率：耐震診断費用の3分の2
　　　　（別途国直接補助6分の1）
補助限度額：なし
利用実績　0件

継続
都市計画局

建築安全推進課

1 (1) 2

京都市要安全確認計画
記載建築物（指定道路
沿道）耐震化対策事業
（耐震改修）

京都市建築物耐震改修促進計画において指定し
た耐震診断を義務化する道路の沿道建築物を対
象に，耐震改修工事（建替え及び除却含む。）
に要する費用を助成する。

補助率：耐震診断費用の3分の2
　　　　（別途国直接補助15分の1）
補助限度額：2300万
利用実績　0件

継続
都市計画局

建築安全推進課



1 (1) 2
分譲マンション建て替
え・大規模修繕アドバ
イザー派遣事業

分譲マンションが常に優良な住宅ストックと
して維持され，又は更新されることによっ
て，良好な景観形成の促進に寄与することを
目的に，建て替え又は大規模修繕を行おうと
する分譲マンションの管理組合に対して，そ
の進め方についての助言を行う専門家を派遣
する。

派遣回数　26回（平成29年度 35回） 継続
都市計画局
住宅政策課

1 (1) 2
分譲マンション共用部
分バリアフリー改修助
成事業

高齢者や障害のある方をはじめとする全ての
市民が暮らしやすい良好な住宅ストックを形
成することを目的として，分譲マンション共
用部分のバリアフリー改修工事に係る費用の
一部を助成する。

助成件数　9件（平成29年度 10件） 継続
都市計画局
住宅政策課

1 (1) 2
鉛製給水管取替工事助
成金制度の実施

市民が敷地境界から蛇口までの間にある鉛製
給水管を鉛以外の材質に取り替える際に，工
事費の一部を助成する。

適用範囲を「敷地境界から蛇口まで」に拡大するとともに，助
成金の上限を10万円から15万円に増額した。
実績 28件／ 2,612千円 （平成 29年度　51件／3,500千円）

継続
上下水道局
水道管路課

2 (2) 3
法律に基づく販売業者
等に対する立入検査等

　法律に基づく販売業者等に対する立入検査
等を実施し，販売されている製品に法令で義
務付けられた表示がされているか確認する。

・販売業者等への立入検査
　家庭用品品質表示法     3事業所（平成29年度 4事業所）
　消費生活用製品安全法   2事業所（平成29年度 3事業所）
　電気用品安全法         2事業所（平成29年度 2事業所）
　ガス事業法             1事業所（平成29年度 1事業所）
　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
                         1事業所（平成29年度 1事業所）

継続 1
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

2 (2) 3 食品表示監視指導業務
　法律に基づき市内の事業者等に対し，食品
表示（品質事項）に係る調査等を実施し，食
品表示に係る適正化を図る。

・事業者等からの問い合わせ・回答　370件（平成29年度224
件）
・事業者等への任意・立入検査　　　 17件（平成29年度17
件）
・食品表示パトロール　　　　17事業者（平成29年度17事業
者）
・食品表示法に基づく指示・公表　　　　0件（平成29年度3
件）

継続 1
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

2 (2) 3
青果・水産物の品質表
示に関する事業者指導

食品表示を規定する法律に基づき，表示が適
正でない食品の流通を未然に防止し，業界が
一丸となって安心・安全な食品の流通に心掛
けるよう指導，啓発を行う。

・青果及び水産物品質管理責任者に対する研修会の実施
　　開催日　青果：3月19日
　　　　　  水産：3月19日
　　出席者数　計165名

継続
産業観光局

中央卸売市場
第一市場

2 (2) 3
牛肉・豚肉の流通に係
る事業者指導

消費者が安全・安心な食肉を購入できるよう
にするため，市場における売買取引等が，法
令に則して適切に行われているかなどの点を
中心に，卸売業者や関連事業者等の指導監督
等を行う。

・卸売業者及び売買参加者に対しての適正表示の指導(随時)
・取引の方法等に関する指導(随時)

継続
産業観光局

中央卸売市場
第二市場



2 (2) 3

栄養表示等の指導・食
品の健康保持増進効果
等に関する広告等の監
視指導

食品関連事業者等を対象に，食品表示法に基
づく指導・健康増進法第31条の第1項に基づく
指導を行う。

・食品関連事業者等を対象に，食品表示法に基づく栄養成分表
示等に関する相談・指導及び健康増進法第31条の第1項に基づ
く相談・指導を実施した。

【相談・指導実績（平成30年度）】
　個別　167件　　　　 （平成29年度　108件）
　集団　  2回　延142人（平成29年度　　2回 　延 45人）

継続
保健福祉局

健康長寿企画課

2 (2) 3 食の健康づくり応援店

「野菜たっぷり」「塩分ひかえめ」メニュー
の提供や「エネルギー表示」「食物アレル
ギー表示」を実施する飲食店等を登録し，店
舗の情報をホームページに掲載し，市民及び
府民の方々に普及する。（平成27年4月13日募
集開始）

・新規店舗の募集及び登録。
・京都市のホームページ「京・食ねっと」に登録店舗の情報を
掲載（ホームページへ掲載）。

【登録店舗数】　583店舗（平成31年3月末時点）

継続 1
保健福祉局

健康長寿企画課

2 (2) 4
商品等の表示・包装基
準の調査・指導

　商品等を購入し，使用・利用する際に，商
品についての必要な情報が得られるようにす
るとともに，その内容等を誤認することを防
止するため，消費生活条例に基づき，「商品
等表示基準」，「単位価格表示基準」，「包
装基準」を定めており，これら3つの基準の遵
守に向けて，調査，指導等を実施する。

・単位価格表示基準
　市内において対象となる店舗を訪問し，状況確認した。
　

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

2 (3) 5
環境マネジメントシス
テム規格「ＫＥＳ」の
認証の普及

中小企業の環境経営の取組を促進するため，
国際規格の環境マネジメントシステム「ＩＳ
Ｏ14001」の簡易版である「ＫＥＳ」の事業者
向けセミナーを開催し，新たな認証取得事業
者の増加を図る。

・ＫＥＳ認証取得事業者数（市内累計）1,353件
・環境マネジメントセミナー　2回（8月3日，2月7日）
　　受講者数　81名

継続
環境政策局
環境管理課

2 (3) 5
ソーシャル・イノベー
ション・クラスター創
出支援事業

ビジネスとして収益性を確保しつつ社会的課
題を解決する「ソーシャルビジネス」につい
て，フォーラム開催等による普及啓発に努
め，人材育成セミナーによる担い手の育成及
び認証等による企業支援体制の構築を図る。

○人材育成セミナー等イベントの実施　９６回
○「これからの１０００年を紡ぐ企業認定」 ３社認定
○「素材から学ぶくらしの学校」と題し，ものづくりと料理を
通じた消費者教育プログラムを京都市ソーシャルイノベーショ
ン研究所と共同して実施

継続
産業観光局

地域企業振興課

2 (3) 5 商店街等支援事業

商店街等が実施するアーケードや街路灯など
の共同施設整備事業，活性化計画策定や魅力
アップに向けたソフト事業に対して，各種補
助施策により支援を行う。

○商店街等環境支援事業（18件）
　・施設設置・改修事業補助               　18件
○商店街等競争力強化支援事業（27件）
　・活性化教育事業　　　　　　　　　　　　　5件
  ・商業カードシステム導入促進補助事業　　　1件
　・社会課題対応商業活性化事業　　　　　　　4件
　・地域の魅力アップ貢献事業補助　　　　　 17件
○商店街街路灯電力料補助（104商店街）

継続
産業観光局
商業振興課



2 (3) 5
京の旬野菜の販売促
進，減農薬・減化学肥
料栽培の指導

市内で生産される旬野菜の中で多く栽培され
ているものについて，農薬の使用状況等を確
認するとともに，残留農薬分析を実施し，京
の旬野菜の安全性を確保する。
また，最も栄養価の高い旬の時期の野菜を市
民に供給する体制を整備するとともに，旬野
菜のＰＲやレシピ等の配布による食べ方の提
案を通じて，市民のエコで健康な食生活の実
践を推進する。

・京の旬野菜認定生産者数（3月末現在）682戸
　（平成29年度　704戸）
・残留農薬分析 (8品目10検体)を委託により実施
・直売所の設置
　⑴じねんと市場（4月～）
　⑵北大路商店街（4月～）
・販売促進キャンペーン（1月16日～2月28日（京都府と共
催））

継続
産業観光局
農林企画課

2 (3) 6
生活必需品の物価安定
対策

生活必需品の安定的かつ円滑な供給の確保に
向け，価格の動向や需給の状況についての情
報収集・提供。また，必要に応じて，価格の
調査等を実施する。
①物価状況に係る情報の収集・提供
　消費者物価指数などの主要統計について，
情報を収集・提供する。
（以下，物価が大幅に高騰した際の緊急対
応）
②物価・流通等の緊急調査
　必要に応じ，流通機構，価格動向，需給状
況等に関する情報収集を行うための調査を実
施する。
③国が調査物資を指定した際の対応
　国が関連法に基づき価格が高騰した物品を
調査物資として指定した場合，本市は事業者
に対し，標準価格以下の価格での販売指示等
を行うことになる可能性がある。

①については，京都府及び総務省統計局による価格調査結果に
より情報収集を行うとともに，消費生活総合センターホーム
ページに主要統計のリンク集を掲載している。
②及び③については，特定の物品の物価が高騰し，緊急対応を
行うような事案がなかったため，未実施。

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

2 (3) 6 せり人等に対する講習

市場の重要な機能の一つである価格形成を担
うせり人，補助せり参加人，売買参加者に対
して，登録等の更新時に講習会を実施し，法
令にのっとった公正・公平な取引が行われる
よう認識を高める。

○補助せり参加人資格認定更新講習会
　実施日　6月5日　　出席者数　29名
○せり人登録更新講習会
　実施日　7月19日　　出席者数　9名

継続
産業観光局

中央卸売市場
第一市場



2 (3) 6
卸売業者に対する業務
検査

卸売業者の業務又は財産の状況等を検証し，
業務運営の適正化と財務の健全化を図る。

○検査の実施
　１社に対して財務検査のみを実施（卸売市場法改正を見据
え，業務検査は未実施） 継続

産業観光局
中央卸売市場

第一市場

2 (3) 6
せり人等に対する講
習，卸売業者に対する
検査

入荷する食肉について，公正な評価による透
明性の高い卸売価格が形成されるよう，市場
取引に関して業者への指導監督等を行う。ま
た，卸売会社に対する業務検査及び財務検査
を実施し，業務監督を行う。

・卸売会社業務検査及び財務検査　1社1回
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度　1社1回）
・せり取引時における監視（常時）
・販売原票等の書類確認（常時）
※せり人等に対する講習については，せり人の登録，登録更新
時及び条例・規則等の改正時に随時実施（直近では，せり人登
録講習会を平成30年度に実施）

継続
産業観光局

中央卸売市場
第二市場

3 (4) 7 消費者月間の取組

国が毎年5月を消費者月間と定めており，全国
で消費者啓発や学習会など様々な取組が実施
されている。
本市においても，消費者月間に消費者啓発に
係る取組を実施する。

○平成30年度消費者月間行事「消費者保護基本法制定５０周年記
念シンポジウム～すべてはここから始まった～」
　　「消費者保護基本法」が施行され５０年を迎えたことを記念し，消
費者月間の取組として京都府，ＮＰＯ法人コンシューマーズ京都及
びＮＰＯ法人京都消費者契約ネットワークと連携し，シンポジウムを開
催した。

日時：平成３０年５月１９日（土）13時～17時（12時30分開場）
会場：京都市男女共同参画センター　ウィングス京都イベントホール
内容：基調講演「 現代の消費者主権」～事例を通じて考える～
　　　　パネルディスカッション
　　　　映画上映「バレンタイン一揆」
参加者：100名

継続 19
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

3 (4) 7 消費者啓発物品の配布

センターの相談窓口を周知するため，出前講
座や区民まつり等，市民が多く集まる場所で
啓発物品を配布する。

出前講座や区民まつり等で，ボールペン，クリアファイル，うちわ，メ
モ帳，ハンドタオル，折り紙等の啓発物品を配布した。

継続 19
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

3 (4) 7
消費生活相談体制の強
化

複雑化・高度化する相談内容に消費生活専門
相談員が適切に対応できるよう，相談員の総
合的な資質の向上を図る。

消費生活専門相談員に対する研修の充実
・国民生活センター研修への派遣　延べ24人 継続

文化市民局
消費生活総合セ

ンター



3 (4) 7 消費生活相談

　電話や面談により，消費生活に関する様々
な相談に応じる（平成23年5月から，正午から
午後1時まで及び午後4時から午後5時までの2
時間について相談時間を延長した）。

　消費者が相談できる機会を増やすため，消
費生　活相談時間の延長，消費生活総合セン
ター閉庁日（土・日・祝日）の電話相談（平
成17年4月から，土曜日，日曜日及び祝日(年
末年始を除く)の電話による消費生活相談業務
をNPO法人京都消費生活有資格者の会に委託
し，電話による市民からの相談に応じている
(京都府と共同で開設)）。
　
　インターネットによる相談を実施（平成21
年1月から，来所や電話による消費生活相談が
困難な市民のために，電子メールによる相談
を実施している。）するなど，環境整備に努
めている。

1　消費生活相談（月～金曜，午前9時～午後5時）
  ・相談件数 8,962件(平成29年度 7,975件)

2　土・日・祝日電話相談の実施（午前10時～午後4時）
  ・開設日数115日，受付件数 1,276件
　　　1日平均受付件数 11.1件
　　　(平成29年度 開設日数 115日，受付件数 1,149件
　 　　1日平均受付件数 10.0件)

3　インターネットによる相談の実施
  ・相談件数 147件(平成29年度 185件)　※件数は上記1の内
数

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

3 (4) 7 多重債務専用ダイヤル

消費生活総合センターにおいて，消費生活専
門相談員が，相談者の債務状況について事情
を聴取し，具体的な解決方法等について助言
したうえで，弁護士等の専門機関へ確実に取
り次ぐ。

毎週月～金曜日　午前9時～午後5時
　
 ・相談件数 229件(平成29年度 224件)

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

3 (4) 7
弁護士による多重債務
特別相談

受任を前提にじっくりと相談できる窓口を確
保するため，多重債務問題を専門とする弁護
士による特別相談を実施する。

　毎月第1，第3，第5水曜日の夜間（午後6時～7時半）及び第
2，第4水曜日の午前中（10時～11時半）に実施している（各2
名）。
 ・相談件数 38件(平成29年度 24件）

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

3 (4) 8
弁護士による消費生活
相談支援事業

（消費生活相談支援事業）
　消費生活専門相談員が行う日常の相談業務
の中で，高度な法律知識が必要な案件につい
て，弁護士から助言等を受ける。
（京都市消費者サポートチーム）
　相談業務の遂行に当たり，解決が困難又は
あっせん不調に終わる可能性が高い案件につ
いて，相談員，事務員及び弁護士がサポート
チームを編成し，相談の早期解決を図る。

(消費生活相談支援事業)
 月4回(週1回)，年間48回，午前10時～正午
  ・相談件数375件(平成29年度 291件)

(京都市消費者サポートチーム)
　・実施案件3件(平成29年度4件)
　　うち，あっせん不調 1件（平成29年度0件）

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター



3 (5) 9 京都市民法律相談

日常生活の中で発生するあらゆる法律問題に
関して，弁護士が相談に応じることにより，
市民が抱える民事問題等の解決に寄与すると
ともに，市民の法律や司法制度の理解を促進
する。

＜平成28年10月～＞
○消費生活総合センター
　毎週月･火･木･金曜日 午後1時15分～午後3時45分（各15名）
　夜間相談 毎月第2･4水曜日 午後6時～午後8時（各12名）
○区役所・支所
　毎週水曜日 午後1時15分～午後3時15分
　北・左京・山科・南・右京・西京・伏見区役所（各12名）
　上記以外の区役所，支所（各6名）
・相談件数 8,709件
　(平成29年度 8,359件)
　※消費生活総合センター，区・支所合計

継続

文化市民局
消費生活総合セ

ンター
各区役所・支所
地域力推進室

3 (5) 9 交通事故相談

交通事故の被害者や加害者を対象に，損害賠
償問題（示談の方法，賠償問題，更生問題に
関する助言や情報提供）を中心に相談を受
け，解決に必要な情報の提供や助言を行う。

毎週月～金曜日（祝日除く） 午前9時～午後5時
 ・相談件数 381件(平成29年度 467件)

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

3 (5) 9 市政一般相談
市民から寄せられる市政に関する意見・要
望・苦情・相談・問合せに応じる。

毎週月～金曜日（祝日除く）
○消費生活総合センター　午前9時～午後5時
○区役所・支所　　　　　午前9時～午後4時

・相談件数 54,170件(平成29年度　52,368件)

継続

文化市民局
消費生活総合セ

ンター
各区役所・支所
地域力推進室

3 (5) 9
共催による各種相談事
業

市民による多様な相談の需要に応えるため，
関係団体との共催により，各種相談事業を実
施する。

(1)行政書士による無料相談会（7回），行政書士による終活セ
ミナー及び無料相談会（１回）【京都府行政書士会】
(2)司法書士無料相談（1回），司法書士による相続登記等に関
するセミナー及び無料相談会（3回）【京都司法書士会】
(3)民事調停委員による無料相談会（2回），民事調停セミナー
及び無料相談会（2回）【京都民事調停協会】
(4)不動産無料相談会（5回）【京都不動産研究協会】
(5)不動産無料相談会（2回）【京都府不動産鑑定士協会，日本
不動産鑑定士協会連合会】
(6)全国一斉不動産表示登記無料相談会（1回）【京都土地家屋
調査士会】
(7)土地の境界問題に関する無料相談会（19回）【京都地方法
務局，京都土地家屋調査士会ＡＤＲ「京都境界問題解決支援セ
ンター」】
(8)不動産なんでも無料相談（1回）【京都弁護士会，京都司法
書士会，近畿税理士会京都府支部連合会，京都土地家屋調査士
会，京都府不動産鑑定士協会】

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

3 (5) 9
特定事案についての
110番の設置

相談が急増し，重大な被害拡大のおそれがあ
る事案について，特定事案についての110番を
設置し，消費者被害の掘り起こし及び被害拡
大防止のため注意喚起を図るとともに，事業
者への警告を行う。

平成30年度は，110番の設置を検討するような「相談が急増
し，重大な被害拡大のおそれがある事案」は見られなかった
が，特殊詐欺特別警報発令等，適宜やホームページ等で注意喚
起を行ったほか，消費生活情報誌による啓発を実施した。

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター



3 (5) 9
自死遺族・自殺予防専
用電話の設置

自死により親しい人を失ったつらさや悩みを
抱えている遺族の思いに耳を傾け，自死遺族
の孤立を防ぐとともに不安を軽減するための
電話相談を実施する。

○受付：毎週月，火，水曜日の午前9時～正午及び毎週木，金
曜日の午後1時～4時（祝日及び年末年始を除く。）
○相談件数：354件（自死遺族21件，自殺予防163件，その他
170件）（平成29年度　380件）

継続

きょ
うい
のち
ほっ
とプ
ラン

保健福祉局
こころの健康増

進センター

3 (5) 9 こころの健康相談

家庭や職場でのこころの悩み，精神障害者の
社会参加，アルコール・薬物・ギャンブル等
の依存症，社会的ひきこもり等に関する様々
な電話相談を実施する。

○受付：午前9時～正午及び午後1時～4時（土・日曜日，祝日
及び年末年始を除く。）
○相談件数：5,889件（平成29年度　5,690件）

継続
保健福祉局

こころの健康増
進センター

3 (5) 9 精神障害者法律相談
弁護士による精神障害者やその家族等を対象
とする法律相談を実施する。

○受付：第2・第4木曜日の午後1時30分～4時30分（「こころの
相談電話」での予約が必要。）
○相談件数： 34 件（平成29年度　29件）

継続
保健福祉局

こころの健康増
進センター

3 (5) 9
成年後見支援センター
の設置・運営

本市における高齢者の権利擁護推進を図るた
めの専門施設である「長寿すこやかセン
ター」の中に，新たに「成年後見支援セン
ター」を設置し，成年後見制度を必要とする
方々の相談から制度利用に至るまでの一貫し
た支援を行う。
また，専門職以外に成年後見人となり得る人
材を「市民後見人」として養成・確保し，今
後，増加が見込まれる認知症高齢者等の制度
利用促進と共に，利用者の経済的負担の軽減
を図る。

・相談件数
　　新規相談：746件（速報値）
　　継続相談：254件（速報値）
・市民後見人候補者登録者研修等
　　研修等実施回数：6回
・市民後見人養成講座：30年度未実施

継続 16
保健福祉局

介護ケア推進課

3 (5) 9 医療安全相談の実施

保健福祉局医務衛生課内に医療安全相談窓口
を設置し，電話等により医療の安全に関する
市民からの相談等に対応し，必要に応じて寄
せられた情報の医療機関への提供等を行うこ
とを通じて，医療機関における保健医療サー
ビスの向上を図ることで，医療の安全と信頼
を高める。

〇受付：午前9時30分～11時30分，午後1時～4時（土・日曜
日，祝日及び年末年始を除く。）
〇相談件数　805件（平成29年度 677 件）

継続
10
15

保健福祉局
医務衛生課

3 (5) 9 京町家なんでも相談

（公財）京都市景観・まちづくりセンターに
おいて，京町家に関する市民からの相談等に
ついて，センター職員が不動産業者，大工・
工務店，建築士と連携して「京町家なんでも
相談」を実施する。

相談件数541件（平成29年度　503件） 継続
都市計画局

まち再生・創造
推進室

3 (5) 9 建築相談の実施
建築物等に関連する様々な相談に対し，建築
に関する専門の相談員（一級建築士）による
相談を実施する。

毎週木曜日実施

相談件数　99件　（平成29年度　121件）
継続

都市計画局
建築指導課



3 (5) 9

すまいに関する総合的
な相談業務
（京都市安心すまいづ
くり推進事業）

すまいに関する様々な相談に応じる京都市の
総合的な相談窓口を，京（みやこ）安心すま
いセンターに設置し，市民の利用に供する
（一般相談，専門相談）。

相談件数
○一般相談
  平成30年度 1,905件（平成29年度 1,746件）
○専門相談
  平成30年度 190件（平成29年度 179件）
○訪問相談
  平成30年度 0件（平成29年度 0件）

継続
都市計画局
住宅政策課

3 (5) 9
京都市居住支援協議会
による高齢期の住まい
の相談会

不動産関係団体，福祉関係団体等と平成24年9
月に設立した京都市居住支援協議会におい
て，高齢者の住まいや住み替えに関する相談
会を実施する。

○住まいの相談会
実施回数　4回
相談件数　24件

継続
都市計画局
住宅政策課

3 (5) 10

京都府，京都府警察，
京都弁護士会等の関係
機関との会議の定期的
開催

悪質な事業者への対応強化や迅速な被害救済
を図るため，京都府，京都府警察，京都弁護
士会等関係機関との会議等を定期的に開催し
て情報交換を行うことにより，連携の強化を
図る。

・合同事例研究会6回（京都弁護士会主催）
・苦情処理研究会2回（京都府主催）
・ヤミ金・架空請求被害対策協議会2回（京都府，京都府警
察，京都弁護士会他，16団体）

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

3 (5) 10
各種団体が実施する相
談事業に対する後援

各種団体が市民に相談機会を提供するための
事業に対して後援名義の使用を許可し，市民
の相談機会を拡充する。

後援名義使用許可数 7件（平成29年度 8件）
許可団体：京都司法書士会（賃貸トラブル無料相談）等

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

4 (6) 11
不適正な取引行為に対
する事業者指導

京都市消費生活条例に基づき，不実告知によ
る契約等の不適正な取引行為を行う事業者に
対し，指導のうえ是正を求め，改善が見られ
ない場合は勧告・公表する。

・指導，勧告，公表件数
　 0件（平成29年度 0件）
・その他（口頭による指導）
　 0件（平成29年度　0件）

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

4 (6) 11
｢事業者向け出前講座｣
の実施

不適正な取引行為を未然に防ぐことを目的と
して，希望する事業者に対し，京都弁護士会
に所属する弁護士を講師として派遣し，消費
者保護の視点から消費者関連法令の遵守や事
業者としての社会責任に関する啓発を行う。

実施件数及び参加者数
　3件 97名(平成29年度 3件 102名)

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

4 (6) 12
事業者団体訪問への対
応

事業者団体から相談状況等に係る情報収集や
取組の報告等のための訪問を受ける際に，情
報提供や指導等を行い，事業者の不適正な取
引行為や消費者トラブルの未然防止を図る

事業者団体の訪問に対応し，相談受付状況を伝えるとともに，
勧誘方法等について意見交換を行った。
訪問対応件数 6件（平成29年度 3件）

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター



4 (6) 12

事業者訪問への対応
（事業者による自主行
動基準策定の働き掛
け）

事業者が相談状況等に係る情報収集や自社の
取組の報告等のために訪問した際に，情報提
供や指導等を行う。また，自主行動基準の策
定を働き掛けることにより，事業者の不適正
な取引行為や消費者トラブルの未然防止を図
る。

事業者の訪問に対応し，相談受付状況を伝え，勧誘方法等につ
いて意見交換を行った。また，自主行動基準策定について聴き
取りを行った。
訪問対応件数 126件（平成29年度 112件）

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

4 (6) 13
「迷惑な訪問販売・訪
問買取りお断りシー
ル」の全戸配布

「迷惑な訪問販売・訪問買取りお断りシー
ル」（京都府警察本部との連名）を作成・配
布し，不招請勧誘による消費者被害の未然防
止を図る。（平成24年度に市民しんぶん区版7
月15日号挟み込み広告と同時に全戸配布，以
後はイベント等で適宜配布）

希望者に対し，消費生活総合センター，各区・支所で配布する
とともに，出前講座や各区のふれあいまつり等で配布した。

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

4 （7） 14
ホームページ等による
情報発信の充実

消費生活相談機能と消費者問題解決力の強化
を図るため，消費生活総合センター独自の
ホームページ及びＳＮＳ（フェイスブック，
ツイッター）により，悪質商法の注意喚起等
を分かりやすく伝えていくとともに，消費生
活相談窓口の更なる周知を図る。

京都市情報館による情報提供に加え，悪質商法の手口の解説
等，市民が消費者問題に直面した際に問題解決の手助けとなる
ような情報を分かりやすく提供するため，独自ホームページ及
びＳＮＳ（フェイスブック，ツイッター）の発信を行った。

継続 19
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

4 （7） 14
食の安全・安心情報の
提供

食の安全・安心に係る様々な情報について，
正確・迅速に公表する。

京都市情報館において，食品の放射能検査結果や自主回収情報
を公表し，随時更新するとともに，啓発事業の案内など，様々
な情報提供を行った。
みやこ健康安全ねっとにより，食中毒予防等の情報配信を行っ
た。（平成30年度配信数　18回）
ＳＮＳ（京都市食の安全安心公式Facebook）で食の安全安心に
関する情報発信を行った。（平成30年度配信数 15回）

継続
保健福祉局
健康安全課

4 (7) 14 食品の自主回収の公表

京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確
保に関する条例に基づき，事業者から食品の
自主回収に関する報告があった場合に，ホー
ムページに掲載する。

自主回収着手報告書受理件数　9件 継続
保健福祉局
健康安全課

4 (7) 14
悪質業者等に対する注
意喚起

ホームページに悪質商法・職員偽装・窃盗事
件に対する注意を掲載する。

ホームページに掲載中 継続
上下水道局

お客さまサービ
ス推進室

4 (7) 15
消費生活行政推進会議
（庁内会議）

消費生活基本計画に掲げる施策を総合的かつ
効果的に推進することにより，計画の実効性
を確保することを目的として，関係各局と相
互に連携し，調整を行うための庁内会議を設
置する（9局区21課で構成）。

7月6日に開催予定であったが台風接近に伴い中止とした。
継続

文化市民局
消費生活総合セ

ンター



4 (7) 15
近畿相談担当者連絡会
議

相談業務の効果的推進と円滑な運営に資する
ために，近畿地域の消費生活センターの相談
担当者が相談事例等に関する情報を交換す
る。

近畿地区の都道府県及び政令指定都市との連携により，相談事
例の研究や情報の共有を図った。
　第106回  6月12日　滋賀県
　第107回  9月12日　京都府
　第108回 12月12日　兵庫県
　第109回  3月12日　奈良県

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

4 (7) 15
京阪神堺四都市事業者
指導担当者連絡会

事業者指導業務の効果的かつ円滑な運営に資
するために，京阪神堺の四都市の消費生活セ
ンターの事業者指導担当者間で事業者指導に
関する情報を交換する。

未開催だが，広域に影響を及ぼす案件については，適宜情報を
交換し，関係都市と連携して事業者指導を実施している。

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

4 (7) 15
「京都くらしの安心・
安全ネットワーク」情
報交換会

広域化，複雑化，悪質化する消費者問題に迅
速に対応し，消費者被害の未然防止，早期発
見，早期救済を図るため，ネットワーク参加
団体間の連携と情報交換，交流を促進する
（京都府消費生活安全センターが事務局）。
・参加団体
京都府消費生活安全センター,京都府警察，京
都市消費生活総合センター，京都府内の消費
者団体，福祉関係団体，事業者団体，報道機
関，行政機関　等

7月12日開催。京都市の取組状況について報告。 継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

4 (7) 15
高齢者・障害者権利擁
護ネットワーク連絡会
議

認知症高齢者，知的障害者及び精神障害者
が，住み慣れた地域で安心して生活を送るこ
とができる社会を構築するため，関連団体と
の連携の在り方等について検討を行うととも
に，市民等への普及啓発や成年後見制度の利
用促進の検討などにより，高齢者・障害者の
権利擁護の推進を図る。

11月28日（第1回），3月12日（第2回）に開催。
第1回
・京都市における成年後見制度利用促進計画について
・京都市成年後見制度利用促進計画文（案）について
・京都市成年後見制度利用促進協議会の概要（案）について
・成年後見制度に係るチームへの専門職相談派遣事業の概要
（案）について
第2回
(議題)
・平成３０年度の京都市の高齢者・障害者の権利擁護に関する
取組状況について
・日常生活自立支援事業の実施状況について
・市民後見人養成講座の状況及び市民後見人の選任・活動状況
について
・成年後見制度の利用の促進に係る市町村計画について（案）
・チームへの専門職相談派遣事業について（案）
(報告)
・「法務省の人権擁護機関の活動」について
・「成年後見制度における診断書の書式の改定等」について
・その他報告について

継続
保健福祉局

介護ケア推進課



4 (7) 16 ごみ収集福祉サービス

集積場まで排出することが困難な要介護高齢
者等により排出された5種類のごみ及び資源物
を，自宅に出向いて直接収集する。
また，排出されていない場合は，登録された
連絡先へ電話するなど，対象者の安否確認を
行う。

【利用世帯数の推移】
平成30年度末　3,927世帯

継続
環境政策局

まち美化推進課

4 (7) 16
学区の安心安全ネット
継続応援事業

学区の安心安全ネットワークの活動を支援す
るため，「学区の安心安全ネット継続応援事
業」として，防犯活動支援物品の貸出し等に
よる支援を実施するとともに，区役所におい
ては，「区民提案・共汗型まちづくり支援事
業予算」による補助金交付により，地域の防
犯活動等を応援している。

学区の安心安全ネットワークの活動を支援するため，「学区の
安心安全ネット継続応援事業」を実施し，地域の防犯活動等を
応援した。

継続
文化市民局

くらし安全推進
課

4 (7) 16
学生防犯ボランティア
等若い世代への支援と
合同啓発等

学生防犯ボランティア（京都府警察の登録制
度，愛称ロックモンキーズ）の事業支援，合
同啓発，ＮＰＯ等との連携による出前講座等
を実施する。

学生防犯ボランティア「ロックモンキーズ」に対して，学生防
犯活動事業補助金を交付するなど，事業支援を実施した。（学
生防犯活動事業補助金交付額：482,602円）

継続
文化市民局

くらし安全推進
課

4 (7) 16
特殊詐欺被害根絶のた
めの取組

多発する特殊詐欺被害を根絶するための取組
を一層推進するため本市（くらし安全推進
課），京都府警察及び京都府との三者連携に
よる取組を実施。

○特殊詐欺等ゼロキャラバンの実施
　多発する特殊詐欺被害に対応するため，京都府及び京都府警
察との連携による特殊詐欺等被害ゼロキャラバンを消費生活
フェスタと連動して実施した。
１　ステージイベント
　　　１階ステージ（１３時００分～１３時３０分）
　　　どらりん劇団と京都府警察の警察官による楽しく学ぼ
う！
　　　特殊詐欺の手口「キャッシュカードは渡しません！」

　　　３階ステージ（１３時３０分～１４時１５分）
　　　音楽演奏　お姉さんフォークＩ／Ｏ（アイオウ）
　　　どらりん劇団による特殊詐欺被害啓発寸劇
　　　詐欺にご用心！西田一家の事件簿「オレオレ詐欺撲
滅！」

　２　ブース出展
　　　特殊詐欺等被害ゼロキャラバン（京都府・京都府警察）

継続

文化市民局
くらし安全推進

課
消費生活総合セ

ンター



4 (7) 16
くらしのみはりたい事
業

消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため
に，身近な地域において，日常生活の中での
「目配り」「気配り」「声掛け」による見守
りや，消費生活総合センターへの相談を奨励
する市民ボランティアを募集してきた（登録
時に「くらしのみはりたい」ステッカーを配
布済み。）

登録者に対しては最新の消費生活情報を電子
メールで提供する。

最新の消費生活情報を電子メールで提供した。 継続 23
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

4 (7) 16
民生委員・児童委員に
よる相談援助活動

厚生労働大臣から委嘱され，担当地域におい
て，関係機関・団体やボランティアと協力し
ながら，福祉に関する相談・援助活動を行
う。

・民生委員・児童委員の各担当地域において，高齢者，障害の
ある方，児童をはじめ，地域の福祉にまつわる相談・支援を実
施している。
・相談・支援件数（平成30年度実績）
　高齢者に関すること26,641件(平成29年度25,376件)
　障害のある方に関すること2,085件(平成29年度2,172件)
　子どもに関すること14,492件(平成29年度13,801件)
　その他9,312件(平成29年度9,209件)
・とりわけ高齢者に関しては，老人福祉員と連携し，各地域に
おいて，高齢者を見守る取組を実施している。

継続
保健福祉局

健康長寿企画課

4 (7) 16
認知症サポーター，
キャラバン・メイト養
成

地域や職場等での認知症に関する正しい理解
や対応方法の普及・啓発のため，認知症サ
ポーター養成講座を開催するとともに，その
講師となるキャラバン・メイトを養成する。

・認知症サポーター養成者数
　11,788人　延べ　116,180人
・キャラバン・メイト養成者数
　72人　延べ　2,640人
・認知症サポーターステップアップ（アドバンス）講座
　養成講座受講者　32人　登録者　27人延べ登録者　282人
　フォローアップ　受講者　延べ109人（3回）

継続 23
保健福祉局

健康長寿企画課

4 (7) 16 老人福祉員制度
市長から委嘱され，主に一人暮らしの高齢者
を訪問し，安否確認や話し相手となること等
により，地域の高齢者を見守る。

・老人福祉員は，一人暮らし高齢者等の安否確認や話し相手と
なること等を通じて，高齢者の地域生活の支援を行っている。
(下記数値は平成30年11月調査結果（年１回実施））
　老人福祉員定数1,472人
　把握している一人暮らし高齢者数43,015人
　訪問している一人暮らし高齢者数34,606人
　訪問率80.5％
　老人福祉員一人当たりの月平均訪問回数33回
・老人福祉員の活動を支援するため，全体研修会や，各区での
研修会を実施した。

継続 23
保健福祉局

健康長寿企画課



4 (7) 16
一人暮らしお年寄り見
守りサポーター事業

暮らしや仕事の場で，一人暮らしのお年寄り
等への目配りを行い，サポートが必要な場合
に地域包括支援センターへ連絡・相談する
「一人暮らしお年寄り見守りサポーター」を
募集する。

・一人暮らしお年寄り見守りサポーターの募集を継続し，登録
者数の増加促進を行った。
　また，地域包括支援センターがサポーター向けの学習会を開
催した。
　登録者数　13,614名（平成31年3月末現在）

継続 23
保健福祉局

健康長寿企画課

4 (7) 16
地域包括支援センター
業務

福祉の専門職や看護師等の資格を有する相談
員が相談に応じるとともに，各種サービスの
紹介や利用申請手続を含む関係機関との連絡
調整等，総合的な高齢者支援を実施する。

高齢者やその家族，近隣に暮らす方からの相談等総合的な高齢
者支援を行うとともに，市内在住の単身世帯高齢者を対象に訪
問活動を行い，支援が必要な方を把握し，適切な支援に繋げ
た。

継続 23
保健福祉局

健康長寿企画課

4 (7) 16 日常生活自立支援事業

京都市社会福祉協議会において，認知症高齢
者，知的障害者及び精神障害者等，判断能力
が不十分なため福祉サービスを十分に利用で
きない方に対して，福祉サービスの利用手続
や日常的な金銭管理等を援助する制度とし
て，同事業を実施する。

市内11区の区社会福祉協議会に配置されている31名の専門員が
本事業の利用調整を行い，337名（3月末時点）の生活支援員が
支援計画に基づき，利用者宅等を定期的に訪問して，福祉サー
ビスの利用援助，日常的金銭管理サービス，通帳・印鑑の保管
や郵便物の管理等を行い，支援している。
　新規契約者数　214件
  利用者数　　　834名

充実 23
保健福祉局

介護ケア推進課

4 (7) 16
認知症高齢者等権利擁
護推進事業

認知症高齢者等が成年後見制度を利用するに
当たって，身寄りがないなど審判申立てを行
う親族がいない場合に，市長による申立てを
実施する。
（平成24年度からは，これまで市長申立てに
限って助成していた申立費用及び後見人報酬
について，市長申立て以外で実費負担が経済
的に困難な方に対しても助成することによ
り，制度利用を促進している。）

・成年後見市長申立件数　104件
　うち，高齢者93件
　　　　障害者11件
・申立費用支給件数　17件
　うち，高齢者13件(293,837円)
　　　  障害者4件(129,932円)
・後見人報酬支給件数　－件
　うち，高齢者：523件(114,184,630円)
　    　障害者：176件(41,493,810 円)

継続 　

保健福祉局
介護ケア推進課
障害保健福祉推

進室



4 (7) 16

「高齢者にやさしい
店」事業～認知症の人
も安心して暮らせるま
ちづくり～

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で生活
し，認知症になっても安心して暮らせるまち
づくりを目指し，左京区内の商店・金融機関
等を対象に，認知症サポーター養成講座を受
講のうえ，「高齢者にやさしい店」としての
登録及びステッカー等の掲示をしてもらうこ
とで，認知症等の高齢者が安心して買い物が
できる高齢者にやさしい店づくりを推進す
る。

・登録店の増加（11店舗），3/31現在, 計288店舗
・左京区特別講座「認知症のこと」開催（9/21,192名）
・認知症サポーター養成講座・事業説明会開催
　新規登録・登録済店（10/24,28名），金融機関（1/29,33
名）
・区民交流スペースでの広報活動（敬老月間）
・地域包括支援センターとの連携・情報提供（随時）
・徘徊模擬訓練への協力
・京都市自治記念式典における未来のまちづくり推進表彰（3
店舗）
・広報強化（左京区役所ホームページ掲載，パネル展示（区役
所で登録店舗の写真掲示）

継続 23
左京区役所

健康長寿推進課

4 (7) 16
こども・地域　あんし
ん・あんぜんパトロー
ル

日常的に点検等で市内を歩いて移動している
業務従事者が，「あんしん・あんぜんパト
ロール中」の腕章を身に付け，また，同内容
のステッカーを貼付した公用車で職員が外勤
することにより，犯罪を犯そうとする者や交
通ルールを守らない者に「見られている」と
思わせ，犯罪等を思いとどまらせることを狙
いとしている。

　水道メーターの検針等の業務従事者が，「こども・地域　あ
んしん・あんぜんパトロール中」の腕章を身に着けるととも
に，同内容のステッカーを上下水道局の公用車に貼付してい
る。

継続
上下水道局

お客さまサービ
ス推進室

4 (7) 16
京都市指定上下水道工
事業者案内

上下水道工事に係る悪質業者による被害を避
けるため，ホームページで「京都市指定工事
事業者」や問合せ先を紹介する。

ホームページに掲載中 継続 14

上下水道局
お客さまサービ

ス推進室
水道管路課

5 (8) 17
くらしの達人事業
（消費者標語の募集）

家庭や学校等で自ら考え行動する消費者とな
るための機会づくりとして，消費生活に関す
るテーマを設定し，市内に在住又は通学して
いる小・中学生から消費者標語を募集し，優
秀作品を表彰する（優秀作品については，作
品集を作成するほか，消費生活総合センター
が発行する情報誌等に掲載）。

平成30年6月15日から9月28日まで作品を募集した。
○テーマ
　①上手な買い物
　②おいしい食事のために
　③ネット，スマホの注意点
　④地球にやさしい生活
○応募状況
　小学生　応募者数  465名　作品数825点
　中学生　応募者数1,437名　作品数2,589点
  ※入選作品は小学生31点,中学生31点。
　　 2月6日に表彰式を開催。

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター



5 (8) 17
年長児（幼稚園児・保
育園児）向け消費者教
育教材の作成・配布

幼児期に対する金融教育等の取組の一環とし
て，幼稚園及び保育園（所）で継続的に活用
してもらうことを目的とした年長児対象の大
型絵本「おかいものにいこう！」及び家庭に
おけるワークブックを作成・配布する。

○平成25年度に作成した教材を，以下のとおり配布した。
・市内全幼稚園及び保育園（所）：377箇所（平成26年6月配布）
・市内各図書館：20箇所（平成26年10月配布）
○消費生活総合センター受付スペースに配架中。

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 17
中学生向け消費者教育
冊子の作成・配布

中学生の消費者教育の授業で活用してもらう
ため，消費者市民社会の実現を目指すための
消費生活について分かりやすく学べる中学生
向け消費者教育冊子「めざせ！消費者市
民！」を増刷し，市内の全中学校に配布す
る。

平成31年度新２年生分として内容を一部改訂し，14,200部作成
した。
平成31年4月に市内全中学校（新２年生向け）に配布。
※これまでは新１年生へ配布していたが，教育委員会事務局学
校指導課及び教員と協議の結果，当教材は主に２年生の授業で
活用されていることから，平成31年度から新２年生へ配布する
こととした。

充実
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 17
中学生向け消費者教育
教材の作成・貸出し

成年年齢引下げや新学習指導要領の全面実施
に向け，「若年者への消費者教育の推進に関
するアクションプログラム」を踏まえた取組
を具体化するため，新学習指導要領における
消費者教育に係る充実部分に特化した教材を
作成し，市内の全中学校へ貸出しする。

教育委員会事務局学校指導課及び中学校家庭科教育研究会と連
携し，新学習指導要領における消費者教育に係る充実部分「クレ
ジットなどの三者間契約」の単元に活用するための教材案を作成し，
京都御池中学校においてモデル授業を実施した。

充実
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 17
中学生向け消費者教育
教材の作成・貸出し

中学生の消費者教育の授業で活用してもらう
ため，実生活に即した場面での実践的・体験
的に学べる消費者教育教材を作成し，市内の
中学校へ貸し出しする。

平成28年度「Ｔシャツを選ぼう！」，「自転車事故から考えよう！」各１
２セットを作成。
平成29年度は「役割を演じて考えよう！」10セットを作成。
消費生活総合センター及び総合教育センターにおいて市内の中学
校へ貸出しを行っている。

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 17
大学生と共同制作した
動画の発信

大学生と動画を共同制作し，ユーチューブの
京都市公式チャンネル「きょうと動画情報
館」で公開する。
（総合企画局市長公室広報担当の事業）

同志社女子大学情報メディア学科のゼミと共同でマルチ商法（連鎖
販売取引）についての消費者啓発動画「マルチな罠～身近に潜む
甘い商法～」を制作し，平成28年11月25日から公開中。

継続 18

文化市民局
消費生活総合セ

ンター
総合企画局市長
公室広報担当

5 (8) 17
小学生向け消費者教育
教材の作成・配布

成年年齢引下げや新学習指導要領の全面実施
に向け，「若年者への消費者教育の推進に関
するアクションプログラム」を踏まえた取組
を具体化するため，新学習指導要領における
消費者教育に係る充実部分に特化した教材を
作成し，市内の全小学校へ配布する。

教育委員会事務局学校指導課及び小学校家庭科教育研究会と連
携し，新学習指導要領における消費者教育に係る充実部分「売
買契約の基礎」の単元に活用するためのパワーポイント教材案
を作成し，高倉小学校においてモデル授業を実施した。平成31
年度当初に本市教員用ポータルサイトへ掲載。

充実
文化市民局

消費生活総合セ
ンター



5 (8) 17
小学生向け消費者教育
教材の発行・配布

小学校の児童に消費者教育を実施する際に使
用してもらうため，消費生活の基本となる
「お金の流れ」と「買い物」を取り上げた消
費者教育教材「めざそう　買い物名人」を市
内の各小学校へ配布する。

平成29年度に，教員に実施したアンケート結果を基に，編集可
能なパワーポイント教材へ改編した。
市内全小学校分としてDVD190枚に収録した。
平成29年4月に市内全小学校及び総合支援学校に配布し，家庭
科の授業等で活用されている。

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 17
小学生向け消費者教育
教材の作成・配布

小学校の家庭科の授業等で活用してもらうた
め，消費生活の基本となる「買い物」の仕方
を模擬的に体験学習できる消費者教育教材
「買い物シミュレーション学習キット」を作
成し，市内の全小学校へ配布する。

平成28年度新5年生分として200セット作成（市内全小学校及び
総合支援学校に配布）。
平成29年度追加作成（100セット）し，希望校へ配布。加えて
素材追加版をDVD200枚作成し，平成30年4月市内全小学校及び
総合支援学校に配布した。

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 17
高校生向け消費者教育
教材の提供

成年年齢引下げや新学習指導要領の全面実施
に向け，「若年者への消費者教育の推進に関
するアクションプログラム」を踏まえた取組
を具体化するため，消費者庁作成の消費者教
育教材「社会への扉」の活用促進等，高等学
校の授業における消費者教育を推進する。

全市立高等学校において消費者庁作成の消費者教育教材「社会
への扉」を授業で活用してもらうため，平成30年度は全市立高
等学校の家庭科及び社会科の教員へ教材を配布した。平成31年
度から全市立高等学校の授業で活用してもらうため，教育委員
会や家庭科研究会と連携し，活用を推進する。

充実
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 17
若者向け消費者教育冊
子の作成・配布

高校生・大学生等の年齢階層に対して消費者
教育・啓発を推進するため，若者向け消費者
教育冊子「知っ得！消費者トラブル　京都買
い物語」を作成し，配布する。

平成27年度25,000部作成した。
平成28年3月に大学コンソーシアム京都加盟の市内大学33校へ
配布した。
平成28年4月に市内高等学校36校（府立を除く）へ配布した。

継続 18
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 （8） 17 みやこ子ども土曜塾

「大人みんなが先生に」を合言葉に，また
「まち全体を学びと育ちの場に」を目標に，
土曜日をはじめ学校休業日に京都ならではの
多様な学習資源をいかしたさまざまな学びの
場を提供し，子どもたちを育む市民ぐるみの
取組を推進する。

保育園や幼稚園などの未就学児，小・中学生のいる各家庭等に
広報紙「京都はぐくみ通信／GoGo土曜塾」を配付するととも
に，ホームページでも情報発信。

継続
19
20

子ども若者
はぐくみ局

はぐくみ創造
推進室

5 （8） 17
京都はぐくみ憲章の推
進

子どもを社会全体で育むための市民共通の行
動規範である「子どもを共に育む京都市民憲
章（京都はぐくみ憲章）」の実践に向け，各
種啓発等を行う。

・平成30年度行動指針策定
・子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会の実施（5月,7
月,12月）
・「はぐくみ写真＆実践行動」募集（8月28日～10月31日）
・「京都はぐくみ憲章の日」啓発活動
　「京都はぐくみ憲章実践推進者表彰式」を開催(2月5日，参
加者数：240人）

継続

子ども若者
はぐくみ局

はぐくみ創造
推進室

5 (8) 17

すまいに関する子ども
やその保護者向けの講
座（安心すまいづくり
推進事業，新築住宅の
省エネルギー化の推進
事業）

京都ならではのすまいや暮らし方等を学ぶ
「住教育」及び子どもたちが健やかに育つ住
まい方等を創造する「住育」の推進

習う・作る・楽しむ和の文化「和室の作法と床の間飾り」，小
学生親子向け体験講座「あつ～い夏を涼しく過ごそう！」ほか
　平成30年度 9回 受講者数 255名
（平成29年度 4回 受講者数 214名）

見直
し

都市計画局
住宅政策課



5 (8) 17

子供向けホームページ
「ようこそ!京都市上
下水道局キッズページ
へ」

ホームページでクイズ等で楽しみながら上下
水道事業を理解していただくことを目的に作
成，運用する。

ホームページにて運用中 継続 19
上下水道局

総務課

5 (8) 17
小学生向け上下水道広
報用資料（DVD，ビデ
オ）貸出

小学生を対象として上下水道局のマスコット
キャラクター等を登場させ，分かりやすく上
下水道事業を解説し，理解を深めていただく
ために製作した，京都市上下水道局広報用DVD
及びビデオの貸出しを行う。

貸出実績　4件，DVDの内容をユーチューブでも配信 継続 20
上下水道局

総務課

5 (8) 17
小学生向け上下水道事
業啓発用クリアホル
ダーの配布

京都市内の小学生に上下水道事業を啓発する
クリアホルダーを配布する。

市内小学校（市立・国立・私立・総合支援学校） 179校の4年
生(一部3年生) 11,112名人の児童へ配布

継続
上下水道局

総務課

5 (8) 17 施設見学の受入
市内小学校からの見学等の受入れを実施す
る。

浄水場見学者数(8,274人) 継続
上下水道局

水道部施設課

5 （8） 17

生き方探究教育(ス
チューデントシティ・
ファイナンスパークに
おける体験学習)

学校での学びを社会での知恵として生かす体
験を通して，自らの生き方を探究するととも
に，働くことの意味や社会とのつながりを理
解し，社会的・職業的自立のために必要な能
力を育む。
・小学生を対象とした「スチューデントシ
ティ」
　銀行，商店，新聞社，区役所等からなる実
際の「街」を再現し，消費者役と会社員役，
それぞれの立場での役割を体験し，社会や経
済の仕組み，社会と自分との関わりを理解さ
せる。
・中学生を対象とした「ファイナンスパー
ク」
　施設の中に再現した実際の「街」で,税金・
保険をはじめ食費や光熱水費，教育費等の試
算，商品やサービスの購入・契約等を体験
し，社会に溢れる情報を適切に活用する力や
生活設計能力等を育成する。

スチューデントシティ・ファイナンスパーク合わせて16,474名
（平成29年度：16,873名）が体験学習を実施

継続
教育委員会事務

局
生き方探究館

5 （8） 17 ケータイ教室

携帯電話会社から講師を招き，携帯電話の危
険性，依存性，ルール，やマナーについて学
習する「ケータイ教室」を小，中，高，総合
支援学校で実施する。

小学校：90校　中学校：34校
高等学校：3校　総合支援学校：4校　計132校

継続
教育委員会事務

局
生徒指導課



5 (8) 17
社会科・家庭科等を通
じた教科指導

小・中学校において，児童・生徒に社会科や
家庭科等を通じて，消費に関して自ら学び，
自ら考え，自ら主体的に判断して行動するこ
とのできる消費者としての基本的な資質や能
力，物を大切にする態度等を育成する。

全小・中・小中学校（小学校159，中学校67，小中学校6）にお
ける社会科や家庭科等を通じた教科指導を実施

継続

教育委員会事務
局

学校指導課
（初等中学校）

5 (8) 17
金銭・金融教育研究校
による研究実施

児童・生徒がお金や金融の様々な働きを理解
することで，自分の暮らしや社会について深
く考え，生き方や価値観を磨きながら，より
豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて主
体的に行動できる態度の育成を図るための研
究を行う（京都府金融広報委員会が指定する
金銭・金融教育研究校の指定を受けて実
施）。

京都市立花山中学校が同研究指定を受け,（平成30年4月～令和
2年3月），金銭観や物に対する価値観の養成を図るための具体
的かつ効果的な方法を研究

継続

教育委員会事務
局

学校指導課
（初等中学校）

5 (8) 17
小・中学校における環
境教育

市立学校において，これまで社会科，生活科
及び総合的な学習の時間等を活用し，教科を
超えた横断的・総合的な取組として行ってき
た特色ある環境教育を一層推進するため，
「持続可能な社会づくりに貢献できる人材育
成」を目標に，環境に配慮した消費生活を実
現する資質・能力・態度等を身に付けさせ
る。

・京都市環境教育スタンダード及び同ガイドラインの作成及び
活用
・京都商工会議所による環境学習事業の実施
・リサイクル活動，地域の清掃活動への参加等
・廃品を利用したアイデア作品の制作・展示（京都市小学生ア
イデア展の開催）
・雨水タンク・風力発電装置の設置
・緑のカーテン（壁面緑化）・ビオトープの整備
・京都水族館との連携による「環境学習出前授業」の実施

継続 22

教育委員会事務
局

学校指導課
（初等中学校）

5 (8) 17
教職員の資質・指導力
向上に向けた研修事業

各教科や食育，更にICT機器の活用等に関する
教職員研修を実施し，食の安全・伝統文化等
に関する知識や，パソコンやスマートフォン
などの普及による情報化・グローバル化の急
速な進展に対応する力を教職員が身に付ける
ことにより，消費者教育の充実を図ってい
る。

①全校種の教職員を対象としたICT機器の活用等に関する研修
を実施。
②小学校・中学校・高等学校・総合支援学校の教職員を対象と
した家庭科における食の安全・安心を内容とする研修を実施。
③全校種の教職員を対象とした食育や食文化に関する研修を実
施。

充実
総合教育セン
ター研修課

5 （8） 17
携帯情報通信機器に関
する学習啓発プログラ
ムの実施

子どもの間で生じている，スマートフォン，
インターネット利用に起因する様々な問題を
予防・解決するため，子どもたちが主体的に
課題を理解して自ら解決策を考え，保護者の
課題意識の向上及び家庭等での行動の支援に
もつながる授業プログラム「携帯情報通信機
器に関する学習・啓発プログラム」（スマホ
学習）を実施する。

「携帯情報通信機器に関する学習・啓発プログラム」（スマホ
学習）の実施
・実施校数　小学校83校，中学校1校

継続

教育委員会事務
局

学校事務支援室
学校指導課
生徒指導課

生涯学習部学校
地域協働推進担

当



5 (8) 18 市政出前トーク

市民の皆さんに市政やまちづくりに関する理
解を深めていただき，市民参加の“きっか
け”としていただくことを目的に実施してい
る制度。
あらかじめ設定した多様なメニューの中か
ら，聞きたいテーマを選んで申し込んでいた
だき，担当職員がお伺いして説明する。

・悪質商法の手口と対処法（テーマ13）
　- 出講件数：9件(29.7.1～30.3.31)
　- 参加者数：約170名(29.7.1～30.3.31)

（参考）
- 平成29年度のテーマ数：14分野270テーマ
- 全テーマの出講件数：164件(29.7.1～30.3.31)
- 全テーマの参加者数：約5,200名(29.7.1～30.3.31)
※市政出前トークは，7月1日～6月30日を一年度として集計し
ている。

継続

総合企画局
総合政策室

創生戦略・市民
協働推進担当

5 (8) 18 京（みやこ）カレッジ

京都の大学等が提供する講座を，「大学講
義」，「市民教養講座（「京都力養成コー
ス」・「教養力養成コース」）に分類し，教
養や自己啓発，能力開発，資格取得など，社
会人の多様なニーズに対応して実施している
生涯学習事業。
「大学講義」において，「消費生活」につい
ての講義を開講する。

「消費者基本法」の実現の計画などを示す「消費者基本方針」
に定められている「消費者の啓発と教育」の一環として，現代
の消費者政策について学ぶ講義「消費者問題（同志社大学提
供）」を開講した。

継続
総合企画局
総合政策室

大学政策担当

5 (8) 18
消費生活専門相談員に
よる出前講座

地域や各団体の研修会や会合等に，消費生活
専門相談員等を講師として派遣し，悪質商法
の手口や対処方法等を説明する。また，必要
に応じて「京（みやこ）・くらしのサポー
ター」を派遣し，寸劇を交えて分かりやすく
説明する。

○実施件数及び参加者数
　 36件 1,061名　 （うち「京・くらしのサポーター」の派遣は5件）
　（平成29年度 53件 うち「京・くらしのサポーター」の派遣は7件）

継続 20
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 18
落語を採り入れた消費
生活イベントの開催

高齢者やその家庭等に対し，消費生活に関す
る話題を分かりやすく伝えることにより，消
費者問題への関心を高めてもらうことを目的
として，落語を採り入れた啓発事業を実施す
る。

「塩鯛さんと一緒に落語で考えよう！消費者問題」
開催日：平成30年10月7日（日）
場所：京都テルサ　テルサホール

（落語）
　桂塩鯛氏・桂南天氏・桂團治郎氏
（座談会）
　桂塩鯛氏，弁護士，京都府警察本部生活安全部職員，消費生
活専門相談員と司会者の5人による，最近の消費者問題につい
ての座談会。
　参加者529名

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター



5 (8) 18
消費者力パワーアップ
セミナーの開催

消費者自らが適切に判断し，行動していく力
（消費者力）を身に付けてもらうことを目的
として，悪質商法のトラブル防止等に関する
消費生活講座を実施する。

（第１期）共通テーマ：食品ロス
・第１回　７月３日
　食品ロスと『しまつのこころ得』①～家庭から食品ロスを考える～
・第２回　７月５日
　食品ロスと『しまつのこころ得』②～事業者と行政が連携した取組～

（第２期）共通テーマ：インターネットやスマートフォンの使い方
・第１回　１０月２３日
　スマホ・ケータイ安全教室
・第２回　１０月２５日
　知っておこう！サイバー犯罪の現状と対策

（第３期）共通テーマ：消費者問題から身を守る
・第１回　１月２９日
　悪質商法・契約トラブルへの対処法
・第２回　１月３１日
　消費者を守る法律を学ぼう

受講者数　延べ１０６名

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 18
子ども消費生活講座の
実施

公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）
の出前講座や講師派遣を利用して，夏休み期
間を利用した子ども達が「見て」「聴いて」
「確かめ」「体験」しながら学べる講座を実
施する。

◯親子で熱冷却シート手作り教室
　講師：小林製薬株式会社
　開催日：平成３０年８月１日
　開催場所：消費生活総合センター研修室
　参加者数：２７名

◯ＬＥＤのあかり学習とオリジナルランプ工作教室
　講師：パナソニック株式会社エコソリューションズ社
　開催日：平成３０年８月１日
　開催場所：消費生活総合センター研修室
　参加者数：１９名

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 18
大学における学生生活
セミナーの開講

大学生の間で広がっているマルチ商法等の悪
質商法について大学に情報提供するととも
に，大学生に対する啓発を目的としたセミ
ナーを開講する。

平成30年度は開講実績なし 継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター



5 (8) 18
消費者団体との協働事
業

市民の消費者力の向上を図るとともに，消費
者団体の活動を支援するため，消費者団体自
らが企画するイベント等の啓発事業を開催す
る。

消費者問題学習会「子どもの人生を守るスマートフォン安全講座」
　開催日時：平成３１年３月２日（土）午後１時３０分～午後３時３０分
　開催場所：消費生活総合センター研修室
　内　　　容：講演会
　　　　　　　　講師　デジタルアーツ株式会社マーケティング部　藤井
美凪氏
　参加者数：４０名

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 18
FM845｢ピッカピカラジ
オ｣による情報の提供

FM845(株式会社リビングエフエム)の放送番組
｢ピッカピカラジオ｣の中の｢ライフラインイン
フォメーション｣コーナーにおいて，悪質商法
の手口と対処法等について情報を提供する。

年末年始を除く毎週月曜日の午前11時18分ごろに約3分間放送

・放送回数51回（平成29年度　51回）
継続

文化市民局
消費生活総合セ

ンター

5 (8) 18
大学における消費者講
座の開講

同志社大学と大学コンソーシアム京都との協
働により，大学生等が消費者契約トラブルな
どの消費者問題についての現状認識を高め，
その解決のために必要な法的知識を学ぶとと
もに，自らのライフスタイルについて考えを
深めることを目的とする講座を，京都市の寄
付講座として開設する。

平成30年度から実施手法を見直し，夏季集中講座から半期（秋学
期）での講座に変更するとともに，開催場所をキャンパスプラザ京都
から同志社大学今出川キャンパスに変更した。
科目名：「消費者問題」
登録者数：86名（平成29年度60名）
日時：平成30年9月24日（月）～平成31年1月21日（月）
　　　　秋学期　毎週月曜５限目

見直
し

文化市民局
消費生活総合セ

ンター

5 (8) 18
ネットトラブル対策講
座の実施

インターネット関連の相談が増加傾向にある
中，ネットトラブルの現状や対策について，
分かりやすく解説することにより，気軽に学
べて，知識が身につく講座を，京都府警察及
び京都府との共催で実施する。

平成３０年度は当センターの消費生活専門相談員等が出講する出前
講座との連携により,5回実施した。

開催日：平成３０年７月４日（水）　     （２５名）
開催日：平成３０年１０月１６日（火）　 （３０名）
開催日：平成３０年１２月２日（日）　 （１９５名）
開催日：平成３１年１月２４日（木）　   （５０名）
開催日：平成３１年２月１２日（火）　   （１１名）

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (8) 18 栄養相談指導
区役所・支所において，市民を対象に栄養相
談・指導を実施する。

・区役所・支所において個別に合わせた栄養相談・指導を行っ
た。
【個別相談・指導実績（平成30年度）】
　961回　6,844人（平成29年度　877回　6,864人）

継続
保健福祉局

健康長寿企画課

5 （8） 18
京（みやこ）あんしん
こども館

子どもたちの成長や病気など子育ての中で
困ったり不安に感じたことを小児医療の専門
家が助言したり，子どもたちの死亡原因の上
位を占める「不慮の事故」から守るための具
体的な情報を紹介するなど，次代を担う子ど
もたちが心身ともに健やかに育っていくため
のより良い環境づくりをサポートする。

平成30年度実績
・来館者数 　2,318名
・保健医療相談  1,048件
・講習会　　　　7回（参加者数 184名）
・プレママ・パパ教室　　12回（参加者数 119名）
・団体・グループ研修会　38件（参加者数 1,238名）

継続 19

子ども若者
はぐくみ局

子ども家庭支援
課



5 (8) 18
分譲マンション管理セ
ミナーの開催

分譲マンションの適切な維持管理を推進する
ため，市内の分譲マンションの区分所有者や
購入を予定している方々を対象に，マンショ
ンの管理に活かせる情報を，分かりやすく説
明するセミナーを，平成9年度から市内の分譲
マンションに関する団体と共同で実施する。

平成30年度第1回（12月2日）　受講者数93名
　マンションの管理不全をどう防ぐのか　外部理事派遣の活用
による管理組合の活性化

平成30年度第2回（2月24日）　受講者数103名
　マンションのお困りごと「マンション管理士」が解決しま
す！

合計　2回　受講者数196名

継続
都市計画局
住宅政策課

5 (8) 18
すまいスクールの開催
（京都市安心すまいづ
くり推進事業）

市民のすまいに関する興味の喚起，意識啓発
をするため,多様な視点からの無料講座を開催
する。

「すまいの終活①　生前整理」ほか
　平成30年度 15回 受講者数 579名
（平成29年度 17回 受講者数 509名）

継続
都市計画局
住宅政策課

5 （8） 18
京（みやこ）まなび
ネット（生涯学習情報
の提供）

生涯学習関係団体等が主催する各種講座やイ
ベント，生涯学習施設などの生涯学習情報を
集約し，インターネットにより発信するな
ど，市民の生涯学習を支援する。

30年度のページビュー数:184,728件 継続

教育委員会事務
局

生涯学習部生涯
学習振興担当

5 (9) 19 グリーン購入促進事業

平成16年11月に設立した京都市及び京都府，
府下の市町村，企業，市民団体等の会員で組
織された「京都グリーン購入ネットワーク」
（現在は「ＫＧＰＮ」）において，環境物品
及び環境に配慮した活動に関する情報等を，
事業者，市民等に提供する。

＜地産地消の推進＞
○地産地消キャンペーンの実施
平成30年9月～平成31年2月に京都府内産の農畜水産物又は加工
品をグリーン購入ネットワークの構成員の社員食堂等で提供又
は販売いただくキャンペーンを実施した。
【参加団体】
20者・名

○生産者と消費者のマッチング会の開催
平成30年8月4日及び12月4日に京都府内産食材の生産者と消費
者（社員食堂，学食，飲食店等）を相互につなげるマッチング
会を開催した。
【参加団体】
生産者25名，飲食店・流通業者28者，その他13名

継続 22
環境政策局

地球温暖化対策
室

5 (9) 19 総合環境情報誌の作成
ごみの発生抑制，再使用を促進するため，減
量・リサイクルに関する冊子，チラシ等を作
成し，周知・啓発を図る。

平成30年度から毎年10月を「食品ロス削減月間」と定め，食品
ロス削減等を啓発する市民しんぶん挟み込みチラシを作成し，
平成30年10月15日号の市民しんぶん（区版）とともに配布し
た。
【約65万部発行】

継続 22
環境政策局

ごみ減量推進課

5 (9) 19
市民しんぶんによる情
報提供及び啓発記事の
掲載

市民しんぶん全市版(毎月1日発行)及び区版
(毎月15日発行)により，消費生活に関する
様々な情報提供及び啓発を行う。

全市版及び各区版に，適宜，消費生活に関する啓発記事及び事
業紹介記事を掲載した。

継続

総合企画局
市長公室広報担

当
各区役所

地域力推進室



5 （9） 19

ホームページ（京都市
情報館）や市民しんぶ
んにおける受け手に配
慮した様々な手法によ
る情報提供

障害のある人など，情報提供に配慮が必要な
人にも広く市政情報を提供するため，京都市
情報館のホームページ閲覧支援サービス（自
動音声読み上げ・文字拡大等）や，市民しん
ぶん音声版，文字拡大版，点字版の提供など
を行う。

京都市情報館のホームページ閲覧サービスを提供するととも
に，希望者には市民しんぶん音声版，文字拡大版，点字版の提
供を行った。

継続
総合企画局

市長公室広報担
当

5 （9） 19
多言語による各種生活
情報等の提供

ホームページや冊子などにより，京都でのく
らしや滞在に役立つ各種の情報を多言語で提
供する。また，多言語での緊急時のサポート
体制の整備にも努める。

日・英・中・韓朝・スペイン語の「地震緊急時行動マニュア
ル」を配布した。また，災害時通訳翻訳ボランティアの登録派
遣体制(平成29年12月末現在で34人)を継続した。
「FM CO・CO・LO」にて災害発生時には6言語(日・英・中・韓
朝・スペイン・ポルトガル)で緊急放送を実施する体制を継続
した。

継続
総合企画局

国際化推進室

5 (9) 19
消費生活情報誌「マイ
シティライフ」の全戸
回覧

悪質商法に関する相談事例等を掲載した消費
生活情報誌「マイシティライフ」を年2回発行
し，区役所等にて配架するほか，自治会等単
位での回覧方式により市民に配布する。

発行日　9月1日，2月1日
発行部数　各55,000部

誌面上で消費者川柳を募集し，各号に1作品掲載した。
応募者数：52名

継続 7
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (9) 19
京（みやこ）・くらし
の安心安全情報の発行

最新の悪質商法等に対する注意喚起や消費生
活情報の提供を目的として，「京・くらしの
安心安全情報」を2箇月に1回発行する。

発行　　年6回
数量　　1,800部
形状　　Ａ4版（Ａ3二つ折り）
配布先　消費生活総合センター，市役所本庁舎，区役所・支所，各
             区社会福祉協議会，図書館等 （「くらしのみはりたい」登録
             者及び「地域包括支援センター」には電子メールで配信）

継続 14
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (9) 19 情報メール便の配信

　事前に登録された市民に対して，消費契約
に起因する商品・役務に関する危害情報，契
約上のトラブル相談情報，その他の緊急情報
を適宜メールで発信する。

　消費生活総合センターが発行する「京（みやこ）くらしの安心・安全
情報」に関する情報や学生向けマルチ商法等の情報提供などを配
信した。(登録者数 543名)

・配信実績 128回

継続 14
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (9) 19
大学コンソーシアム京
都及び各大学への消費
生活情報の提供

相談事例に基づく啓発情報「京（みやこ）・
くらしの安心安全情報」を配信する。

大学コンソーシアム京都及び各大学に，消費生活総合センター
が発行する「京（みやこ）・くらしの安心安全情報」を電子
メール及びファックスにて配信した。
・40大学に配信
・配信回数計6回

継続 14
文化市民局

消費生活総合セ
ンター



5 (9) 19
区民ふれあいまつり等
への啓発ブース出展

各区の区民ふれあいまつり等において，啓発
ブースを出展し，「京（みやこ）・くらしの
サポーター」とともに消費生活に関するクイ
ズやパネル展示による啓発，センター印刷物
や啓発物品の配布を行う。

○平成30年度啓発ブース来場者数
（クイズ解答回収数）

　5月27日（北区）                             227名
　9月2日（伏見区）       　　　　　　　       212名
　9月15日（SKYふれあいフェスティバル）         67名
　9月17日（醍醐ふれあいプラザ）　　　　 　　　138名
　10月27日（右京区）　　　　                  293名
  10月28日（中京区）　　　　                  340名
　11月11日（下京区）　　　                　　341名
　11月23日（山科区）　　　　                  271名
　11月24日（東山区）　　　　                　163名
  12月8日（PTAフェスタ）                      255名
  3月30日（西京区洛西）　　　　　　　　　　　 219名
　※　左京区ふれあいまつりは台風のため中止
  11箇所出展（出展回数11回）

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (9) 19
幅広い年代を対象とす
る参加型イベントの開
催

市民一人一人の消費者力の向上を図るため，
消費生活に係る情報の発信，消費者団体によ
る自主的な取組の紹介や，幼児期から高齢期
までの年齢階層に応じた消費生活に関する学
習機会を提供する参加型イベントを開催す
る。（消費者団体，庁内関係課等の関係団体
が出展）

○消費生活フェスタ
　 開催日時：平成30年11月10日（土）　午前9時～午後4時
　 開催場所：みやこめっせ（京都市勧業館）
　 実施内容：消費生活クイズや特殊詐欺に関する各種ブース出展や
フェアト
　　　　　　　　　レード商品の販売，小学生向けのワークショップなど
　 参加者数：18,500名（下記合同開催分含む）
 　主催：京都市
 　その他：京都エネルギーフェア，エコまちフェスタ（環境政策局），
　　　　　　　市民すこやかフェア，健康長寿のまち・京都いきいきフェ
スタ
　　　　　　　（保健福祉局），
　　　　　　　京都やんちゃフェスタ（第２部）（子ども若者はぐくみ局）
　　　　　　　と合同で開催。

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 （9） 19
みやこユニバーサルデ
ザイン

京都の生活文化に，すべての人が生活しやす
い社会環境の整備を目指すユニバーサルデザ
インの考え方を採り入れた「みやこユニバー
サルデザイン」を推進しする。

○人にやさしいサービス宣言の実施
　　平成30年度新規宣言店舗件数33件

継続
保健福祉局

障害保健福祉推
進室



5 （9） 19 京・食ねっと
「食」を切り口として，健康，食の安全安
心，地産地消，環境負荷の軽減など，「食」
をテーマとする総合的な情報を発信する。

各種事業の案内や，健康，食の安全安心，地産地消，環境負荷
の軽減など「食」をテーマとする総合的な情報を発信した。

【「京・食ねっと」アクセス数実績（平成30年度）】
　288,053件（平成29年度　283,172件）

継続
保健福祉局

健康長寿企画課

5 (9) 19

「子どもの事故防止実
践マニュアル」及び
「子どもの事故の応急
手当マニュアル」の配
布

子どもの事故発生原因とその防止策や事故が
起こった場合の適切な応急手当の方法等を掲
載したマニュアルを新生児が生まれた全ての
家庭に送付するほか，子どもの事故防止をは
じめとして，子どもの健やかな成長を支援す
る施設「京（みやこ）あんしんこども館」の
見学者に配布する。

新生児が生まれた全ての家庭に対し，「子どもの事故防止実践
マニュアル」及び「子どもの事故の応急手当マニュアル」を送
付した。（出産お祝いレターお届け事業に同封）
また，「京（みやこ）あんしんこども館」の見学者に配布し
た。
送付部数：10,255部

継続 19

子ども若者
はぐくみ局

子ども家庭支援
課

5 (9) 19
インターネットや携帯
電話による生涯学習情
報の提供

生涯学習関係団体等が主催する各種講座やイ
ベント,生涯学習施設などの生涯学習情報を集
約してインターネットにより発信するサイト
「京(みやこ)まなびネット」を運用し，市民
の生涯学習活動を支援する。

30年度のページビュー数:184,728件 継続

教育委員会事務
局

生涯学習部生涯
学習振興担当

5 (9) 20

市民活動総合センター
におけるＮＰＯ，市民
活動団体等への総合的
な支援の実施

市民活動総合センター等において活動の場を
提供するとともに，市民活動に関する情報収
集・提供，各種相談，市民活動団体等の育
成，交流の場の提供，連携・協働事業等を実
施し，多様な市民活動の一層の活発化を図
る。

入館者数（カウンター表示数)　 84,294人
相談件数　1,050件
講座等参加者　824人
ホームページアクセス件数　129,376件

継続
文化市民局

地域自治推進室

5 (9) 20
消費生活に関する図
書，視聴覚教材の貸出
し

消費生活関連図書及び視聴覚教材を市民に無
償で貸し出す。

図書 39冊（平成29年度 89冊）
視聴覚教材 41本（平成29年度 59本）

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

5 (9) 20
消費生活総合センター
研修室等の使用承認

消費生活総合センターの業務に支障のない範
囲内で，消費者団体等が研修室や会議室等を
使用することを承認する。

170件（平成29年度240件) 継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

6 (10) 21
京の食文化ミュージア
ム・あじわい館関連事
業

「京都の四季を五感で味わい，京都の食文化
に親しむ！」をコンセプトに「みる，つく
る，あじわう」の3つの機能を持たせた展示資
料室，調理実習室，試食室を備えた「京の食
文化ミュージアム・あじわい館」において，
市場の新鮮な食材を活かした料理教室や，京
都の四季折々の「食」を味わっていただける
体験コーナーを常設し，食に伝わる伝統産業
製品を展示している。

○料理教室
　・実施数　　　　113回
　・参加者数　　2,669名
○講演会
　・実施数　　　　 10回
　・参加者数　　　346名
○調理実習室貸出
  ・件数　　　　　309件
　・稼働率　　　 62.0％

継続
産業観光局

中央卸売市場
第一市場



6 (10) 21
市場開設90周年記念事
業
市場まつりの開催

市場開設９０周年を記念し，市民の皆様に市
場についての理解と認識をより深めるととも
に，市場の活性化を図るため，鍋料理の販
売，市場流通食材のPR・販売，マグロの解
体・即売，バナナの叩き売り等を実施

・実施日　　11月23日
・参加者数　約75,000名

継続
産業観光局

中央卸売市場
第一市場

6 (10) 21 市場見学会の開催
市民が，せりや仲卸店舗の見学，市場関係者
との懇談会を通じて，市場の仕組みや食材に
ついて学ぶ機会を提供する。

○夏休み子ども市場見学会（2回）
　・開催日　7月28日 　・参加人数　39名
　・開催日　8月7日　　・参加人数　41名
○早朝市場見学会
　・開催日　9月8日 　 ・参加人数　14名

継続
産業観光局

中央卸売市場
第一市場

6 (10) 21
小学校出前板さん教室
の開催

小学校やあじわい館に出向き，市場の新鮮な
食材を利用して，板前等の料理人による指導
で調理方法を教えながら「食」や食を取り巻
く環境について学ぶ機会を提供する。

・実施対象校　京都市立小学校
・実施数　　　9校，12回
    　（野菜料理教室5回・魚料理教室5回・
　　　　まちの八百屋さん教室1回・まちの魚屋さん教室1回）
・実施時期　7月～2月
・延べ参加人数　503名

継続
産業観光局

中央卸売市場
第一市場

6 (10) 21
食の海援隊・陸援隊事
業

市民の食に関する知識を養い，生産者や市場
関係者と共に本来の「食」の在り方を考える
市民を育成するため，市場会員を募集し，会
員を対象とした各種の啓発事業を実施する。

○入会キャンペーン抽選会
　・実施日　　　　4月14日，5月12日
　・新規入会者数　　　　　　 303名
○食彩市連携市場見学会
　・実施日　6月9日　　・参加人数　14名
　　　　　　10月13日　　　　　　　10名
　　　　　　11月10日　　　　　　　13名
　　　　　　12月8日　　　　　　　　5名
　　　　　　1月12日　　　　　　　　3名
　　　　　　2月9日　　　　　　　　 8名
　　　　　　3月9日                 9名
○食材選び方教室（2回）
　・実施日　9月29日　・参加人数  57名
　・実施日　2月2日 　・参加人数  21名
○産地支援活動
　・実施日　海援隊：10月21日，陸援隊：8月21日
　・参加人数 海援隊：59名，陸援隊：35名
○会報の発行（4回）
　・発行時期　6月，8月，10月，12月
○市場関係の小売店で使用できる500円利用券の発行（1回）
　・使用可能小売店舗　約200店舗
  ・配布枚数　　　　　　484枚
　・利用枚数　　　　　　258名

継続
産業観光局

中央卸売市場
第一市場



6 (10) 21
市民感謝デー「食彩
市」の開催

第一市場で取引を行う事業者等が主体となっ
て，市民に対する日頃の感謝と魚食普及を始
めとする生鮮食料品等の消費拡大を目指し
て，毎月1回開催している。

○開催日及び来場者数
　・4月14日　6,000名
　・5月12日　7,000名
　・6月9日　 6,000名
　・10月13日 7,000名
　・11月10日 6,000名
  ・12月8日  7,000名
　・1月12日  4,000名
　・2月9日　 4,000名
　・3月9日　 5,000名
○開催場所　水産物部仲卸店舗，関連事業者店舗
○内容
　水産物部仲卸店舗での水産販売や関連事業者店舗の飲食店な
どによる販売コーナー，「魚のさばき方教室」等のイベント
コーナー等を設置。

継続
産業観光局

中央卸売市場
第一市場

6 (10) 21
京（みやこ）ミート
マーケットミートフェ
アの開催

第二市場が食肉の流通に重要な役割を果たし
ていることや食肉卸売市場の機能を広く市民
にＰＲし，あわせて食文化の向上と国産牛肉
の安全・安心・美味しさを広く市民に啓発す
ることで，食肉の消費拡大を図る。

第二市場は，平成27年度から施設再整備工事に着手しており，
平成28年度，平成29年度及び平成30年度は中止。

継続
産業観光局

中央卸売市場
第二市場

6 (10) 21 親子食肉講座の開催

生産者による牧場についての講和や，食肉市
場の紹介を通して，食肉市場の役割や流通に
ついて学習する。また，食肉の優れた栄養価
や効能を紹介し，京都肉（黒毛和牛）等を
使った調理実習・試食を行うことで，食肉の
消費拡大を図る。

○開催日等
　・8月14日,14組28人
　・3月26日,16組32人
○対象
　小学4～6年生の児童及び保護者

継続
産業観光局

中央卸売市場
第二市場

6 (10) 21
ＤＶＤ「京の旬野菜」
の貸出し

旬の時期に出荷される「京の旬野菜」の魅
力，栽培や収穫の風景，おいしい食べ方など
を収録したＤＶＤを貸し出す。

貸出件数　４件 継続 19
産業観光局
農林企画課

6 （10） 21 京の旬野菜推奨事業

旬の季節のものを食べることは，健康に良
く，エネルギー消費の面からも環境に優しい
農業につながる。
京野菜の伝統を守り，更に発展させていくた
め，市内で生産される旬の野菜を供給する体
制を整備する。

・京の旬野菜認定生産者数（3月末現在）682戸
　（平成29年度　704戸）
・残留農薬分析 (8品目10検体)を委託により実施
・直売所の設置
　⑴じねんと市場（4月～）
　⑵北大路商店街（4月～）
・販売促進キャンペーン（1月16日～2月28日（京都府と共
催））

継続 22
産業観光局
農林企画課



6 (10) 21 食育セミナーの開催
京都市民を対象に，食に関する適切な判断力
を養い，生涯にわたって健全な食生活を実現
することを目的とした教室を開催する。

①講義又は調理実習を伴う栄養指導等（食を通じた健康づくり
の学習及び各種疾病予防に関する食生活学習，調理実習等）を
行った。
【食育セミナー開催実績（平成30年度）】
　205回　7,019人（平成29年度　195回　5,579人）

②区役所・支所において，市民を対象に，食品表示の見方等に
関する集団指導を行った。
【食品表示集団指導実績（平成30年度）】
　5回　136人（平成29年度　16回　294人）

継続
保健福祉局

健康長寿企画課

6 (10) 21
ふれあいファミリー食
セミナーの開催

出産を控えた夫婦及び乳幼児とその保護者を
対象に，望ましい食生活の実践及び食を通じ
た豊かな人間性の形成を目的とした教室を開
催する。

①プレママ・パパコース：妊娠中の食事等についての講話（講
話は親子の健康づくり講座で実施）及び調理実習並びに交流会
等
【平成30年度実績】11回　200人（平成29年度 14回 192人）
②すくすくコース：子どもの発達発育に合わせた離乳食のすす
め方等の講話及び試食等
【平成30年度実績】168回 2,940人（平成29年度 165回 3,131
人）
③わんぱくコース：就学前の年長児とその保護者を対象とした
食材学習及び調理実習等
【平成30年度実績】23回 496人（平成29年度 28回 572人)

継続 　
保健福祉局

健康長寿企画課

6 (10) 21
食育指導員の養成及び
活動支援

地域に密着した食育活動の更なる活性化を図
るため，食育指導員を養成し，活動支援を行
う。

①養成講座の開催
【平成30年度】9期生（38人養成，34人認定）
・基礎講座　12回　延285人
・実習　　　41回　延77人

②スキルアップ研修，研修会の開催
【平成30年度】
・3回　延114人
　
③食育指導員（1～8期生）の活動実績
【平成30年度】延1,813回　一人当たり7.0回

継続
保健福祉局

健康長寿企画課

6 （10） 21
体験！一日食品衛生監
視員

市民が自主的に食の安全安心確保に取り組む
姿勢を育むことを目的として，食品工場見学
会や食品表示講習会等の参加型リスクコミュ
ニケーションを実施する。

工場見学会（4回開催，参加者数：100人）
継続

保健福祉局
健康安全課



6 (10) 21
日本料理に学ぶ食育カ
リキュラムモデル実施

日本が誇る食文化の粋・日本料理を通じて子
どもたちの食に対する興味関心を高めるとと
もに，食材をいかし，五感を働かせて食する
ことの大切さを子どもたちに習得させるよ
う，さらには市民とのパートナーシップの
下，伝統文化の継承・発展を目指すため，日
本料理アカデミーと連携し，「日本料理に学
ぶ食育カリキュラム」を実施する。

１　取組目標
　⑴　教科等の狙いに沿って，「食育スタンダード」を活用
　　し，取組を拡大・継続
　⑵　学校と家庭・地域が一体となって，食育の推進に向
　　けて連携
２　日本料理に学ぶ食育カリキュラムに基づいた授業実践と
　充実
　⑴　9校をモデル校として指定
　⑵　出前授業後の児童，保護者，教職員を対象としたア
　　　ンケートの実施及び結果の分析
　⑶　各出前授業実施校の食育授業の実践事例の蓄積
３　小学校教員向けに「食育スタンダード」研修会を実施
４　学校・家庭・地域が一体となった食育の推進
　⑴　出前授業実施校の公開授業の授業参観，学校便り，学校
ホームページへの掲載等
　⑵　食育指導員への研修(養成講座，特別研修，授業見学)
　⑶　食育指導員による授業アシスタント

継続 17

教育委員会事務
局

学校指導課
（初等中学校）

6 (10) 21
水道水をPRするリーフ
レットの配布

京都市の水道水が市販のミネラルウォーター
に比べて，おいしく，安全・安心で，環境に
優しく安いことを知っていただくため，リー
フレットを作成し，学校を通じて市内の小学
校4年生の全児童に配布するとともに，イベン
ト等でも配布，掲示する。

啓発物品(クリアファイル)と共に市内の全小学4年生(一部3年
生)にリーフレットを配布［平成30年度配布対象児童数
11,112人］上下水道局のイベントでも配布した。

継続
上下水道局

総務課

6 (10) 21
おいしい！大好き！京
（みやこ）の水キャン
ペーン

イベント会場等で水道水とミネラルウォー
ターを飲み比べていただく「京（みやこ）の
水・利き水大作戦」，お風呂の魅力や効能を
啓発することを通じて，水需要の喚起にもつ
ながる入浴を促す「京（みやこ）の水・おふ
ろキャラバン」により，水道水のおいしさと
クオリティの高さを実感していただく。

（京（みやこ）の水・利き水大作戦）
・各種イベント会場等に利き水ブースを出展し，多くの方に水
道水のおいしさを実感していただく
・合計15回実施，参加者　8,704人

（京（みやこ）の水・おふろキャラバン（通称：京ふろ））
・お風呂の魅力や効能などを発信することを通じて，家庭での
水道水の用途のうち約4割を占める入浴を促し，水需要の喚起
につなげていく。
11月17日，26日に「いい風呂の日」，2月24日に「ピースな風
呂の日」街頭キャンペーンを実施
[総参加者数1,086人]

継続
上下水道局

総務課



6 (10) 21
浄水場，水環境保全セ
ンターの一般公開，施
設見学

水道水がつくられる過程や，使用された水が
処理される過程を知っていただくことによ
り，水道水の安全性や大切さを実感していた
だくため，浄水場，水環境保全センターの一
般公開と施設見学会を開催する。

鳥羽水環境保全センター一般公開
平成30年4月19日及び4月26日から4月30日までの5日間実施［平
成30年度来場者数 25,750人］

蹴上浄水場一般公開
平成30年4月24日及び5月2日から5月6日までの5日間実施［平成
30年度来場者数13,485人］

継続
上下水道局

総務課

6 (10) 21
小学校給食における地
産地消（知産知消）の
推進

地場産物を使用した学校給食を通じて，子ど
もたちが，食材の産地，地域の伝統，食文化
や，それを支える人々の苦労を知り，生産者
や自然の恵みなどすべてに感謝する心を育む
とともに，食の大切さを伝える知産知消（食
教育）を推進する。

京都の伝統野菜を使用した給食を実施し，その生産の様子を紹
介する指導資料により食指導を実施
6月「万願寺とうがらし」，7月「伏見とうがらし」「賀茂な
す」，10月「しば漬」，11月「九条ねぎ」，12月「九条ねぎ」
「聖護院だいこん」，1月「九条ねぎ」，2月「すぐき」「花
菜」

継続 17
教育委員会事務

局
体育健康教育室

6 (10) 22
すまいの創エネ・省エ
ネ応援事業

東日本大震災を契機とした，市民の再生可能
エネルギーや防災への意識の高まりを受け，
太陽光発電システムをはじめ，蓄電システ
ム，太陽熱利用システム，エネファーム及び
ＨＥＭＳの設置費用の一部を助成することに
より，すまいの創エネ・省エネ設備の普及拡
大を図る。

＜助成実績＞
　○太陽光発電システム：577件
　○蓄電システム：343件
　○太陽熱利用システム：1件
　○エネファーム：644件
　○ＨＥＭＳ：150件

継続 2
環境政策局

地球温暖化対策
室

6 (10) 22
市民協働発電制度の普
及支援

共同出資により市内の公共施設等へ太陽光発
電システムを設置し，得られた売電収入で利
益を出資者に還元する「市民協働発電制度」
により，再生可能エネルギーの普及拡大を図
る。また，地域のコミュニティ組織が主体と
なり，地域に太陽光発電や小水力発電などの
再生可能エネルギー利用設備を設置しようと
する意欲的な取組を支援する。

○平成31年3月31日現在の稼働状況
　市民協働発電所：9施設（発電出力388.70kW）
　太陽光発電屋根貸し発電所：28施設（発電出力904.02kW）

○コーディネーター派遣事業及び再生可能エネルギー発電導入
可能性調査費助成事業を統合し，再生可能エネルギー導入支援
事業を実施した。
＜支援実績＞
7件

継続
環境政策局

地球温暖化対策
室

6 (10) 22
「エコ学区」ステップ
アップ事業

京都ならではのコミュニティである「学区」
に着目した地域ぐるみの地球温暖化対策を進
めるため，平成23・24年度の2箇年にわたり，
「低炭素のモデル地区『エコ学区』事業」を
実施した。これを踏まえ，平成25年度から
は，新たな内容による「エコ学区」事業を開
始し，3箇年で全学区（222学区）への拡大を
図った。さらに新たな支援プログラムを増や
し，学区でのエコ活動の推進に繋げる。

○エコ学区数:市内の全222学区
○エコ活動に係る支援物品の提供及び学習会などの開催
○応募のあった学区に対して，地域ぐるみのエコ活動を具体的
に体験する「エコ学区チャレンジプログラム」を実施
○応募のあった学区に対して，小学校等と連携し，学区独自の
エコ活動を数箇月間実施する「京エコライフプログラム」など
を実施

継続 23
環境政策局

地球温暖化対策
室



6 (10) 22
「DO YOU KYOTO？」プ
ロジェクトの取組

「DO YOU KYOTO？」（環境にいいことしてい
ますか？）を合言葉に，市民や事業者の皆様
と一緒に環境にやさしい取組を進めている。

○DO YOU KYOTO？ラッピングバス(京都バス)の運行，叡電ラッ
ピング車両の運行
○毎月16日のDO YOU KYOTO？デー（環境に良いことをする日）
における統一行動として，京都市全域で「ノ－マイカー
デー」，「ライトダウン」等の実践啓発
○DO YOU KYOTO?ホームページを通じた本市の環境情報の発信
○エコちゃんやDO YOU KYOTO?大使を通じた普及啓発
○文化・観光施設，民間企業等と連携したDO YOU KYOTO？普及
啓発
〇ふれあい祭等，地域でのDO YOU KYOTO?普及啓発

継続
環境政策局

地球温暖化対策
室

6 （10） 22
DO YOU KYOTO？クレ
ジット制度

京都発の地産地消型の地域クレジット制度
「DO YOU KYOTO？クレジット制度」を活用す
ることにより，エコ学区，市民団体や商店街
などの地域のコミュニティが主体となった省
エネ活動を推進する。

○クレジット認証コミュニティ数：5件
○クレジット認証量：1.6トン 継続

環境政策局
地球温暖化対策

室

6 (10) 22
京エコロジーセンター
における各種イベント
の実施等

子どもから大人まで多様な世代を対象に，土
日・祝日，開館記念日，環境月間等に，種々
のイベント，セミナー，学習会を実施し，環
境保全意識を普及啓発

○エコ学習(163校）4,608人
○ボランティア養成講座6回，環境教育リーダースタートアッ
プ講座6回
○イベント開催103件 参加者約3,677名
○季刊誌発行（隔月）5,500部/回，イベント情報紙（隔月）約
4,200部/回

継続
環境政策局

地球温暖化対策
室

6 (10) 22
こどもエコライフチャ
レンジ推進事業

全市立小学校の児童が冊子「子ども版環境家
計簿」を使って，夏休み又は冬休み期間中
に，各家庭で省エネ・省資源の取組を進める
ことにより，児童自ら家庭でのライフスタイ
ルの見直し及びエコライフの実践・継続を図
る。

○対象学年に児童が在籍する全市立小学校164校で実施 継続 19
環境政策局

地球温暖化対策
室

6 （10） 22 環境副読本の配布

地球温暖化やごみ問題をはじめとした環境問
題を学び，考える環境副読本「小学4年生用」
「小学5年生用」「中学生用」を，市内の全て
の小，中，総合支援学校に配布する。

＜小学4年生用及び小学5年生用＞
　市内全ての小学校及び総合支援学校に配布
＜中学生用＞
　市内全ての中学校及び総合支援学校に配布

継続 17
環境政策局

地球温暖化対策
室

6 (10) 22 京都環境賞の実施

市民の自主的な環境保全活動を更に推進する
ため，先進的・斬新的な手法等で地球温暖化
防止や循環型社会の形成等，環境保全に関す
る将来性のある活動に取り組んでいる方を表
彰する。

6月1日から8月31日まで募集を行い，京都市環境審議会 京都環
境賞選考部会での選考を経て市長が被表彰者を決定した。（表
彰は京都環境賞1件，特別賞6件，奨励賞4件,エコ学区奨励賞6
件　表彰式1月29日）
応募等件数　34件

継続
環境政策局
環境管理課



6 （10） 22
「生ごみ3キリ運動」
の推進

家庭から出るごみの約4割を占める生ごみの減
量を進めるため，食材を使い切る「使いキ
リ」，食べ残しをしない「食べキリ」，ごみ
として出す前に水を切る「水キリ」の3つの
「キリ」の取組を推進し，「使いキリ」「食
べキリ」の実践で食品ロスをゼロに，また
「水キリ」を実践しごみ量を減らすことを目
指す。
また，飲食店や宿泊施設が提供する料理につ
いて，「生ごみ3キリ運動」の取組等を推進す
る飲食店等を募集し認定する「食べ残しゼロ
推進店舗」認定制度を実施する。

「生ごみ3キリ運動」の啓発ツールとして，全市立小学校の小
学4年生に対して，親子で一緒に見てもらえる啓発クリアファ
イルを，社会見学等に合わせて配布した。
平成26年12月に「食べ残しゼロ推進店舗」認定制度（飲食店・
宿泊施設版）を創設した。【平成31年3月末認定店舗数：1,009
店舗】

継続
環境政策局

ごみ減量推進課

6 （10） 22
マイバッグ等の持参促
進及びレジ袋の削減に
関する協定

循環型社会の構築の観点から，レジ袋の使用
を抑制し，マイバッグ等の持参を促進するこ
とを目的として，事業者，市民団体，京都市
レジ袋有料化推進懇談会と協定を締結し，協
定の普及・拡大に関する支援を行う。

「京都市におけるマイバッグ等の持参促進及びレジ袋の削減に
関する協定」を事業者，市民団体，京都市レジ袋有料化推進懇
談会と結び，普及・拡大に関する支援を行った。【平成31年3
月末締結数：32事業者11市民団体】

継続
環境政策局

ごみ減量推進課

6 (10) 22
イベント等のエコ化の
推進

イベントの開催に伴う環境負荷の軽減と，イ
ベントに関わる全ての人に対する環境保全意
識の啓発を図ることにより，市内で開催され
る全てのイベントで「エコ化」に取り組む風
土を醸成することを目指す。

環境配慮型イベントを認定する「京都市認定エコイベント」登
録制度，リユース食器導入費用の一部を助成する「リユース食
器利用促進助成制度」を運用し，エコイベントに取り組む事業
者・ＮＰＯ・市民等を支援した。【「京都市認定エコイベン
ト」登録件数141件，リユース食器助成件数47件】

継続
環境政策局

ごみ減量推進課

6 (10) 22 岡崎フリーマーケット

「いらなくなったらいる人へ」をテーマに，
家庭における不用品の再利用（リユース）を
目的とし，岡崎公園において，年10回フリー
マーケットを開催する。

岡崎公園にてフリーマーケットを開催した。【年間9回】
見直
し

環境政策局
ごみ減量推進課

6 （10） 22
環境施設見学会「ごみ
減量エコバスツアー」

市民を対象に，ごみ処理・再資源化施設をは
じめ，産業廃棄物処理施設や古紙リサイクル
施設などの見学を通じて，環境にやさしいラ
イフスタイルについて考えていただくごみ減
量エコバスツアーを実施する。

ごみ処理・再資源化施設をはじめ，産業廃棄物処理施設や古紙
リサイクル施設などの見学を通じて，環境にやさしいライフス
タイルについて考えていただくごみ減量エコバスツアーを実施
した。
【109回実施】

継続
環境政策局

ごみ減量推進課



6 （10） 22 エコ修学旅行の推進

観光客の中でも①環境教育の効果が高く，②学
校を通じた団体での取組を見込め，③今後京都
を再訪する可能性が高い，といった点に着目
し，修学旅行生をターゲットとし，「エコ修学
旅行宣言」※をしていただいた学校の生徒に対
し，本市からエコバッグを提供し，環境にやさ
しい観光，修学旅行を実践していただく。
 ※　「エコ修学旅行宣言」の２Ｒ実践メニュー
として，宿泊先等でのアメニティグッズ，買い
物の際のレジ袋の辞退を必ず実践していただく
こととし，また，食事の食べキリ等にも協力し
ていただく。

平成30年9月から平成31年3月末までに修学旅行で本市に宿泊す
る学校の中で，歯ブラシを持参し宿泊施設の歯ブラシを使わな
いこと，エコバッグを携帯し買い物時にレジ袋や紙袋はもらわ
ず，できるだけ簡易に包装された商品を購入すること，出され
た食事はできるだけ食べきり，食べ残しを出さないこと，の３
点に取り組むことを宣言していただいた学校に対して，出発前
に本市のオリジナルのエコバッグをお渡しした。【申込み校
数：231校，エコバッグ配布枚数：20,193枚】。また，宣言の
３つの取組に加えて各校独自のアイデアでエコアクション（取
組）を設定して宣言・実行する「エコ・アクション＋１」を追
加し,優秀な取組を表彰した【応募校数：64校，優秀校：7
校】。

継続
環境政策局

ごみ減量推進課

6 (10) 22 資源物回収事業の推進

地域の自主的なごみ減量・リサイクルの取組
を支援するため，古紙や古着，缶・びんなど
の資源物を集団回収する団体に助成するコ
ミュニティ回収制度や商業施設等を活用して
古紙，古着等の回収を行う団体に助成する
マーケット回収制度を実施する。
また，市民がごみ減量・再資源化にいつでも
取り組めるよう資源物回収拠点を設置すると
ともに，まち美化事務所が地域の身近なとこ
ろに出向き，資源物などの回収を行う移動式
拠点回収を実施する。

主な回収資源物　：古紙類（雑がみなど），古着類
　　　　　　　　　使用済てんぷら油，乾電池，
　　　　　　　　　紙パック，記憶媒体類　など
コミュニティ回収等の地域での集団回収：2,941団体
マーケット回収助成団体数：11団体
資源物回収拠点数：141拠点（使用済てんぷら油，蛍光管，リ
ユースびん，乾電池，紙パックの内，3品目以上回収している
拠点）
移動式拠点回収事業の実施：353回

継続
環境政策局

まち美化推進課

6 (10) 22
生ごみ・落ち葉の堆肥
化等の活動支援

家庭から排出されるごみの約4割を占める生ご
みの減量化を図るため，電動式生ごみ処理機
及びコンポスト容器の購入助成や地域団体の
堆肥化活動費用を助成する。

電動式生ごみ処理機：219件
コンポスト容器　　：38件
堆肥化活動　　　　：9件

継続
環境政策局

まち美化推進課

6 （10） 22
エコまちステーション
における環境に関する
事業の推進

地域における総合的な環境行政の拠点窓口と
して，「ごみ減量・分別・リサイクルの推
進」をはじめ，「世界一美しいまち京都の実
現」，「環境教育の充実」，「温暖化対策」
など総合的な環境行政の推進を行っている。

・コミュニティ回収や使用済てんぷら油回収の参加団体拡大に
向けた地域への働きかけ
・各種イベントでの環境に関する啓発の実施
・地域の行事等での資源物回収の実施

継続
環境政策局

まち美化推進課

6 (10) 22
産廃処理業者情報公表
制度

市内の産業廃棄物中間処理業者から，その事
業内容に加え，適正処理の確保，環境負荷の
低減及び地域社会への貢献に関する取組の状
況等を記載した報告書の提出を受け，排出事
業者や市民が適切に評価できるよう，報告書
を市ホームページに掲載し，公表する。

報告書公表件数　7件 継続
環境政策局

廃棄物指導課



6 (10) 22
過大・過剰包装に関す
る事業者団体への注意
喚起

過大・過剰包装の追放，包装の簡素化，レジ
袋・紙袋等の削減を要請する。

環境政策局と文化市民局が連携して，中元期，歳暮期に要請文
を事業者団体宛てに送付した。
送付先は，京都百貨店協会等11件。

継続 4

環境政策局
ごみ減量推進課

文化市民局
消費生活総合セ

ンター

6 (10) 22
ソーシャルビジネス等
に関するイベント

消費者一人ひとりが，自分のことだけでなく
周りの人々や次世代のこと，社会・経済・環
境に影響することまで思いをはせて行動する
消費者」について考え，具体的に取り組んで
いくきっかけ作りとして，ソーシャルビジネ
スに取り組んでいる事業者等と広く連携・協
働したイベントを開催する。

○素材から学ぶくらしの学校
　 開催日：平成30年11月24日（土）
　 開催場所：mumokuteki cafe＆foods京都店
　 実施内容：ワークショップ
　　　　　　 ①家庭科（小学1～3年生対象）
             ②国語（小学1～3年生対象）
　　　　　　 ③理科（小学4～6年生対象）
　　　　　　 ④社会（小学4～6年生対象）

　 参加者数：のべ５９人
　 その他：産業観光局産業企画室と共同開催

継続 19
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

6 (10) 22
エシカル（倫理的）消
費の普及

人や社会・環境・地域に配慮した消費行動を
することにより，公正で持続可能な地域社会
づくりを進めていこうとする「エシカル消費
（倫理的消費）」の考え方を広く紹介・普及
し，行動に繋げていただく。

○エシカルラボin京都
　開催日：平成31年3月9日（土）
　開催場所：京都テルサ
　実施内容　①エシカル消費トーク＆セッション
　　　　　　②エシカル消費をテーマとしたワークショップ
　　　　　　③フェアトレード商品の販売
　　　　　　④エシカル消費に関する展示
　参加者数：206名
　その他：消費者庁，京都府と共催
　　　　　3月1日（金）から10（日）まで，エシカル消費に取
り組む市内の協力企業でのスタンプラリー
　　　　　3月7日（木）イオンモール京都桂川でエシカル消費
についてのワークショップ

継続 19
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

6 （10） 22
歩いて楽しいまちなか
戦略（四条通の歩道拡
幅工事）

市内最大の繁華街である四条通では，烏丸通
から川端通までの車道を4車線から2車線に削
減し，歩道を最大2倍に拡幅して快適な歩行空
間とし，更なる賑わいを創出するまちづくり
を進める。また，バス停を4箇所に集約して分
かりやすくし，複数のバスが停車できるテラ
ス型バス停（歩道から張り出した形状）とす
ることで公共交通を使いやすくする。

〇「歩いて楽しいまちなか戦略」推進会議（3月）を開催し
た。
〇整備後の四条通におけるエリアマネジメントの取組
・四条河原町及び四条烏丸交差点において歩行者等の安全確保
を目的とした指導・啓発活動を行った。
・観光シーズンにおいて，マイカー等の流入抑制のため，公共
交通とパークアンドライドの利用促進に係るチラシの配布や雑
誌広告・バナー広告を実施した。
〇地上機器の移設及び美装化の完了

継続 23
都市計画局

歩くまち京都推
進室



6 （10） 22
京都駅八条口駅前広場
の再整備

南北自由通路と直結する駅正面に大屋根を備
えた拠点広場デッキ，エスカレーター等を新
設し，路線バス乗り場まで雨に濡れることな
く直接アクセスできるように改良するなど，
「歩くまち・京都」の玄関口として再整備を
進める。

京都駅八条口駅前広場の再整備が，消費者生活の向上に繋がる
よう，整備後の各交通施設の運用方法等について，京都駅八条
口駅前広場エリアマネジメント会議等において検討を行い，28
年12月にグランドオープンした。タクシー待機場，貸切バス乗
降場及び貸切バス降車場については，平成29年度から引き続き
指定管理者による運用管理を実施している。

継続
都市計画局

歩くまち京都推
進室

6 （10） 22
地域と連携した「モビ
リティ・マネジメン
ト」

地域住民やバス・鉄道事業者，大学等と本市
が連携して，モビリティ・マネジメント
（「かしこくクルマを使うこと」を呼びか
け，過度にクルマに頼る状態から公共交通を
利用するライフスタイルに自発的に転換する
ことを促す取組）に取り組む。

クルマから公共交通機関等への交通手段の見直しに意欲が高い
地域が取り組まれている事業に対して，必要な支援を行った。
（対象事業）
・北区柊野学区における公共交通利用促進事業
・上京区仁和学区における公共交通利用促進事業

継続 23
都市計画局

歩くまち京都推
進室

6 （10） 22
歩くまち京都アプリ
「バス・鉄道の達人」

バスと鉄道を組み合わせて効率的に移動でき
る乗換検索が可能な無料アプリを開発し，誰
もが歩いて出かけたくなる環境を整える。全
国初の機能として，GPSによりその日の道路状
況を加味した市バス等の到着時刻を予測して
表示する。

平成30年7月にアプリのデザイン及び機能をリニューアルし，
運用を継続した。

歩くまち京都アプリの利用状況
（平成３１年３月末現在）
　アプリダウンロード数：529,384
　Webサイトアクセス（ページビュー）数：49,992,961

継続
都市計画局

歩くまち京都推
進室

6 （10） 22 パークアンドライド

京都市内への自動車流入を抑制するため，市
周辺部等にある鉄道駅近くの駐車場を，公共
交通に乗り換えて目的地まで移動するのに便
利な「パークアンドライド駐車場」として，
通年で，ホームページ等で広報している。

・パークアンドライドの通年実施 継続
都市計画局

歩くまち京都推
進室

6 （10） 22 平成の京町家

京都の木造文化ひいては生活文化を象徴する
京町家の伝統と知恵を受け継ぎながら，先端
の環境技術を融合させた新しい京都の住宅モ
デル「平成の京町家」の普及・促進を図る。

・「平成の京町家」の認定（平成30年度末で終了）
見直
し

2
都市計画局
住宅政策課



6 (10) 22
京都みつばちガーデン
推進プロジェクト

“みつばち”との共生によるまちなか緑化推
進の取組の一環として，中京区役所屋上でニ
ホンミツバチを飼育する。
○市民向け講座の開催
○採蜜イベントの開催　　など

○区役所屋上庭園において，区内小学校児童を対象に緑化等に
ついての特別授業の実施
○区内小学校にて，ミツバチと緑化についての出張講座の開催
○京都学園大学と連携し，ミツバチと緑化についての市民講座
の開催
○区役所屋上庭園で飼育しているニホンミツバチの採蜜見学会
の開催
○まちなかで蜜を集めるミツバチのために，花や緑を育ててい
ただく「みつばちガーデンパートナーズ」の募集
○市内在住の小学生とその保護者を対象に，区役所屋上庭園に
てミツバチの見学及びはちみつを使った調理実習の実施
○高倉小学校等と連携したヒオウギの育成

継続

中京区役所
地域力推進室

（総務・防災担
当）

6 （10） 22
鉄道・バス事業者と連
携した公共交通の利便
性向上の取組

世界トップレベルの使いやすい公共交通を目
指して，交通事業者と連携し，鉄道とバスの
結節強化や乗継利便性の更なる向上等に取り
組む。（例：鉄道時刻に合わせたパターンダ
イヤ（10分間隔のダイヤ）でのバスの運行，
各社局別々だった案内表示やバス停の一体
化）

（平成31年3月の新ダイヤにおける取組）
○　利便性の向上
　・　堀川通の混雑対策
　　（「二条城・金閣寺エクスプレス」の停車停留所の追加及
び
　　　「急行１１１号系統」の系統番号付与）
　・　夜間時間帯の運行充実（４６号系統の区間増便など）
　・　距離が長い区間への停留所の新設（鳴滝松本町など）
○　わかりやすさの向上
　・　停留所名称の変更
　　（梅小路公園前→梅小路公園・ＪＲ梅小路京都西駅前な
ど）
　・　系統番号の変更（快速２０５及び快速２０２号系統
　　（立命館大学方面）→「快速立命館」）

　（鉄道への乗換案内表示の充実など）
〇　地下鉄烏丸線の新ダイヤ
　・　お客様の増加に伴う混雑を緩和し，より快適にご利用
　　いただけるよう朝夕の通勤通学時間帯に４往復の
　　増便を実施
　・　国際会館駅発の始発を５分早め，市バスや他社線
　　との乗継利便性を向上
〇　地下鉄東西線の新ダイヤ
　・　京阪大津線のダイヤ改正に合わせて，午前９時台以降に
　　乗り入れる京阪列車を全て「太秦天神川駅」行きに
　　変更し，「京都市役所前駅」止まりによるご不便を
　　改善するとともに，地下鉄烏丸線，ＪＲ山陰本線，
　　嵐電嵐山本線との接続本数を増やし，市内の西部
　　から東部地域，さらにびわ湖浜大津地域を結ぶ鉄道
　　アクセスを強化

継続
交通局

自動車部
高速鉄道部



6 （10） 22
市バス・地下鉄の利用
促進の取組

市バスにおいては，バスの駅をはじめとする
快適なバス待ち環境の向上や，より便利で分
かりやすい路線・ダイヤの見直し，検討を行
うことで利便性の向上を推進しており，地下
鉄においては，駅の案内サインの充実，駅や
車内の通信環境の整備など，お客様サービス
の向上に努めている。
アイドリングストップバスなどの低公害車を
導入することにより，さらに環境にやさしい
市バスを目指す。

〇バス待ち環境の向上のために，次のとおりバス停施設を整備
　「バスの駅」　10箇所
　バス接近表示器　20箇所
　広告付き上屋　6箇所
　バス停上屋　45箇所
　ソーラー式バス停照明　157箇所
〇アイドリングストップバス　44両導入

○金曜日における地下鉄の終電延長を継続実施
○平成31年3月に，地下鉄各駅に設置している全線路線図を，
路線図面にQRコード表示し，スマートフォンに読み込むことで
４箇国語に対応した路線図を入手できるなど外国人の方にも利
用しやすいものに更新
○平成29年7月のＪＩＳ改正に伴う駅構内ピクトグラムの現状
調査
○H28～H30で，全無人改札口へIC対応型多機能インターホンを
設置完了（H30は北大路駅，丸太町駅，五条駅に各駅２台の計
６台を設置）
〇地下鉄車両の車内案内表示装置及び車外行先表示
装置の4か国語対応（烏丸線車両3編成，東西線車両5編成）
〇地下鉄駅トイレの改修設計・工事
（段差解消や洋式便器の設置等（設計2駅，工事2駅
（うち1駅は令和元年度への継続工事））
〇地下鉄・市バス応援キャラクター「太秦萌」等を活用し
　積極的な利用促進活動を実施

〇市民の方が多く御利用される「トラフィカ京カード」の乗継
割引額を１２０円に拡充した。また同カードを京都バスでも利
用できるようにし，同様の乗継割引を適用した。さらに，地下
鉄とそれに接続するバス（民間バスを含む）を相互に乗り継ぐ
ことができる連絡普通券を値下げし，同様の割引額に拡充し
た。

継続

交通局
自動車部

高速鉄道部
営業推進室

6 (10) 22 ＫＥＳ学校版の取組

教育委員会と「京（みやこ）のアジェンダ２
１フォーラム」ＫＥＳ認証事業部が共同し
て，市内小・中・総合支援学校に対しＫＥＳ
学校版の認証取得を推進する。

平成13年度から認証取得に向けて取り組み，平成20年度（平成
21年度審査）から全小中学校及び総合支援学校（小中学部設置
校）が認証を取得

30年度取組校数：小学校159校，中学校67校，小中学校6校，総
合支援学校6校

継続

教育委員会事務
局

学校指導課
（初等中学校）

6 （10） 22
「わたしたちの伝統産
業」の発行

西陣織や京焼・清水焼に代表される京都の伝
統産業を守り，継承していくことの重要性を
伝えるとともに，伝統産業に対する関心を高
めることを目的に作成している冊子「わたし
たちの伝統産業」を発行し，市立小学校4年生
の社会科副読本として配布している。

平成30年度は8月に14,500冊を発行し，小学校等へ配布した。 継続 23
産業観光局
伝統産業課



6 (11) 23
廃棄物減量等推進審議
会運営への市民公募委
員の参画

ごみ減量の具体的な推進方法等について様々
な分野から議論し，本市に提言を行うために
設置された「京都市廃棄物減量等推進審議
会」において，市民公募委員や消費者団体の
代表に参画いただくことで，意見表明できる
機会を確保する。

京都市廃棄物減量等推進審議会を開催した。
【開催6回　審議会本会：2回（9,12月），部会：3回（6,10,3
月），ワーキングチーム：1回（12月）】
（平成29年度開催3回　審議会本会：2回，部会：1回）

継続
環境政策局

ごみ減量推進課

6 (11) 23
ごみ減量推進会議の活
動の推進

市民・事業者・行政（市）の三者のパート
ナーシップにより，全市的な観点に立って，
ごみ減量に関する意識の高揚を図るととも
に，同会議による地域でのごみ減量に関する
自主的な取組を促進することにより，京都市
のごみを減らし，環境を大切にしたまちと暮
らしを実現する。

市民のごみ減量に関する意識の高揚を図るとともに，地域での
ごみ減量に関する自主的な取組を促進することを目的に以下の
事業を実施した。
〈事業〉
情報誌発行　14,000部
啓発イベント開催　12回開催（3,002名参加）
講座開催　18回開催（1,118名参加）

〈会員数〉
京都市ごみ減量推進会議会員数【平成30年度末：520団体】

継続 22
環境政策局

ごみ減量推進課

6 （11） 23
防災ポータルサイト
「京都市防災危機管理
情報館」

各種災害情報の提供，京都市の防災施策，安
心・安全の知恵袋などの防災に関する情報等
を閲覧できる防災ポータルサイト「京都市防
災危機管理情報館」を開設，運用を行う。

災害情報を広く提供するための防災ポータルサイトの管理・運
用を行った。

継続
行財政局

防災危機管理室

6 （11） 23 防災訓練の実施

平常時より災害に対する備えを心がけるとと
もに，防災の重要性を再認識していただくた
め，市民が参加・体験できる防災訓練を毎年
実施する。

右京区において，太秦小学校及び桂川運動公園他４箇所の会場
で約1,400名が参加し，防災関係機関による連携訓練や帰宅困
難者避難誘導訓練，外国人支援センター運営訓練等を実施し
た。（平成３０年９月１日）

継続
行財政局

防災危機管理室

6 （11） 23
避難所運営マニュアル
の策定

東日本大震災の教訓を受けて，避難所の運営
体制をさらに強化・整備し，実践的な避難所
運営体制を構築するため，避難所ごとに運営
マニュアルを策定する。

避難所運営マニュアル策定済みの避難所（平成３１年４月１日
現在，４２４箇所中４１９箇所）については，運営マニュアル
に基づく避難所運営訓練の実施と，訓練結果を受けた運営マ
ニュアルの適宜見直しに取り組んだ。

継続
行財政局

防災危機管理室



6 （11） 23 帰宅困難者対策
市民，通勤・通学者だけでなく観光客も対象
に含めた総合的な帰宅困難者対策を進める。

・京都市総合防災訓練において，帰宅困難者避難誘導訓練を実
施した。（平成３０年９月１日）
・京都市，京都駅に発着する鉄道事業者，ＪＲ西日本京都駅グ
ループ等での避難誘導合同訓練を実施した。（平成３０年９月
１２日）
・本市と協定を締結した緊急避難広場及び一時滞在施設の管理
者，避難誘導団体を対象とした「京都市帰宅困難者対策研修
会」を実施した。（平成３１年１月３０日）
・緊急避難広場及び一時滞在施設に配備している避難誘導資機
材を用いた情報伝達訓練を実施した。（平成３０年１２月１３
日）
・日本語の読めない外国人観光客も避難先を一目で理解できる
よう，全国的に標準化された図記号「ピクトグラム」を広域避
難場所の標示板及び誘導標識に新たに導入した。

継続
行財政局

防災危機管理室

6 （11） 23
世界一安心安全・おも
てなしのまち京都　市
民ぐるみ推進運動

地域に息づくやさしさあふれるおもいやりの
心や，京都を訪れる人を温かく迎えるおもて
なしの心，それらを含めた京都ならではの地
域力，人間力をいかし，誰もが安心安全に，
笑顔で楽しく暮らし，観光できる，やさしさ
あふれるおもてなしのまちづくりに，市民ぐ
るみの運動として取り組む。

・各区で策定した「区版運動プログラム」に基づき，地域の課
題や特性に応じた取組を進めた。
・全市的な取組として，防犯カメラ設置促進補助事業，振り込
め詐欺等特殊詐欺等緊急的な対策を講じる必要のある犯罪等へ
の取組を推進した。
＊刑法犯認知件数：11,660件（平成30年）

継続
文化市民局

くらし安全推進
課

6 (11) 23
消費者団体懇談会の開
催

安心・安全な消費生活社会の実現に向け，
「共汗」の視点から，消費者団体との連携の
強化を図ることを目的に，懇談会を開催す
る。

開催日　平成３１年２月１８日
議　題　京都市消費生活基本計画（第３次計画）について
　　　　当センターの啓発活動について　ほか
＜京都市消費者団体５団体で構成）＞
　ＮＰＯ法人コンシューマーズ京都
　京都生活協同組合
　ＮＰＯ法人京都消費生活有資格者の会
　京都市地域女性連合会
　京都市ごみ減量めぐるくん推進友の会

継続
文化市民局

消費生活総合セ
ンター

6 (11) 23
京・くらしのサポー
ターによる啓発活動

　消費者被害の未然防止，拡大防止を図るた
め，地域での啓発活動の核となる人材を養成
し，本市と協働で地域に密着した消費生活に
関する啓発活動を推進する。

○要件
　市内に在住，通勤・通学する20歳以上の者
でセンターが平成19～20年度に実施した養成
講座を修了した者

○活動内容
　・出前講座の寸劇
　・区民ふれあいまつり等における啓発等

登録者の高齢化及び登録者数の減少を受けて，平成３０年度は養成
講座を行い，新たに９名を登録した。
なお，新規サポーター９名については，平成３１年４月から活動を開
始している。

○登録者数
　 25名（平成31年3月末時点）
○出前講座等における寸劇の実施
 　回数 5回，参加者 13名
　 （平成29年度 7回，17名）
○区民ふれあいまつり等における啓発
 　回数 11回，参加者 20名
 　（平成29年度 12回，39名）
〇その他（サポーター登録説明会における体験談発表）３名
○情報交換会　2回開催

継続 16
文化市民局

消費生活総合セ
ンター



6 (11) 23
京都市食の安全安心推
進審議会への市民公募
委員の参画

「京都市食品等の安全性及び安心な食生活の
確保に関する条例」に基づき，食の安全安心
に係る重要施策について市長の諮問に応じて
審議する機関として，平成22年4月1日に設置
した京都市食の安全安心推進審議会に市民公
募委員に参画いただくことで，消費者意見の
反映及び行動する消費者を育成する。

京都市食の安全安心推進審議会
市民公募委員　2名（委員数　　12名）
　開催回数　　3回

継続
保健福祉局
健康安全課

6 （11） 23 屋外広告物適正化

屋外広告物を歴史都市・京都の景観をかたち
づくる重要な要素として位置付け，美しい品
格のある都市景観を形成するための景観規制
を実施する。

市内全域の違反状態の解消に向け集中的に取組を進めた結果，
平成31年3月末現在，市内約45,600箇所の屋外広告物のうち，
約97％に当たる約44,400箇所の広告物が条例の趣旨に沿った適
正な形で表示されている。

継続
都市計画局

広告景観づくり
推進室

6 (11) 23
京都市建築物安心安全
実施計画推進会議への
消費者団体の参画

建築物の安全に対する本市の現状・課題を踏
まえた施策目標を掲げ，これを達成するた
め，市民，建築関係団体，行政等の役割分担
と協働のもとで，建築物の安心安全対策を総
合的かつ計画的に実行する。

7月30日に第10回全体会議を開催し，計画に掲げる取組の進
ちょく状況の点検やこれまでの取組の総括及び充実すべき取組
について協議を行った。

継続 2
都市計画局

建築安全推進課

6 （11） 23
京都市市民防災セン
ター

災害時に不可欠な防災知識や行動を「見る」
「聴く」「触れる」「感じる」ことで学ぶこ
とができるほか，防災に関するイベントや公
衆，防災関連用品の販売等を行う。

防災教育の充実，各種イベントや防災講演会の開催，防火・防
災講習の開催，応急手当の普及・防災啓発事業等の充実に努め
た。また，地震体験コーナーをリニューアルし，緊急地震速報
と連動した体験プログラムを導入し，地震発生前から身を守る
行動の必要性を再認識していただける構成とした。H30年度の
来館者数112,159人（H29年度：99,103人）

継続
消防局
総務課

6 (11) 23
簡易型ミスト装置モニ
ター設置事業

次代を担う子供たちが集い，その保護者や地
域の方が立ち寄る保育所，幼稚園，児童館，
小・中学校の100施設に，設置が容易で比較
的安価な簡易型ミスト装置をモニター設置す
る。
水道水の新たな利用方法であるミスト装置の
冷却効果の体感を通じて，水に親しむととも
に，環境にやさしい水道水のPRやミストの普
及促進を図る。

平成30年度は保育所，幼稚園，児童館，小・中学校の約98施
設に簡易型ミスト装置をモニター設置し，環境に優しい水道
水をＰＲするとともに，水道水の新たな利用方法であるミス
ト装置の普及促進を図った。

継続 17
上下水道局
総務課

6 (11) 23
水道週間街頭キャン
ペーン

水道事業に関する啓発のため，6月1日から6月
7日までの「水道週間」に街頭キャンペーンを
実施。啓発品を配布するとともに水道水の重
要性やペットボトルの水を飲むより環境にや
さしいことなどをPRする。

6月1日に新京極商店街ろっくんプラザにて，街頭キャンペーン
を実施。

継続 19
上下水道局

総務課



6 （11） 23
災害に備えた飲料水備
蓄の啓発

ホームページ等で飲料水の備蓄を呼びかける
とともに，災害用備蓄飲料水「京のかがやき
疏水物語」の製造，販売，配布を行う。

・鳥羽水環境保全センター及び蹴上浄水場の一般公開におい
て，「京のかがやき　疏水物語」を頒布し，啓発活動を実施
・市民しんぶんに疏水物語の記事を掲載
・口座振替及びクレジットカード払い促進キャンペーンにおい
て，キャンペーン用紙と一緒に「京のかがやき　疏水物語」の
PRビラを封入し，普及啓発を実施

継続
上下水道局

総務課

6 (11) 23  打ち水大作戦

水の貴重さや水資源開発の重要性に対する関
心を高めるため，8月1日を「水の日」，8月1
日から7日までを「水の週間」とされている。
毎年この期間に，水に関する啓発行事を実施
しており，水について考えて頂くことを目的
として，下水の高度処理水及び雨水貯留タン
クにたまった雨水を利用し，「打ち水大作
戦」を開催する。

上下水道局本庁舎前にて近隣協力事業者,京都学生祭典実行委
員会の皆様と共に実施
実施日　平成30年8月1日

継続 19
上下水道局

下水道部管理課

6 (11) 23
情報モラル市民インス
トラクターによる啓発
活動

「携帯電話・インターネット」の危険性・依
存性等の解決に向け，「情報モラル市民イン
ストラクター」家庭教育講座やＰＴＡが主催
する研修会等で活動している。

情報モラル市民インストラクターによる活動（啓発講座）の実
施
・実施校数64校

継続

教育委員会事務
局

生涯学習部学校
地域協働推進担

当


